
  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

基本
目標
1

1
１（１）
障がい者相
談員の充実

①　相
談支援
機能の
充実

阪南市が委嘱している障がい者
相談員（視力障がい、聴力障が
い、肢体不自由、内部障がい、
知的障がい、精神障がい）の相
談業務の質の向上や周知・充実
を図ります。

本市が障害者団体当事者に委嘱した障がい者相談員が相談を受けま
した。
相談件数　７件(前年度１６件）
身体障がい者相談員３名　相談件数7件(前年度　14件)
知的障がい者相談員1名　相談件数  0件(前年度　2件)
精神障がい者相談員1名　相談件数　0件(前年度　0件)
各相談員が地域や当事者の集まりの中で相談活動を実施しており、
不安の解消や情緒安定、障がいや病状の理解に関することなどにつ
いて相談実績があります。

Ａ

身体障害者相談員が1名欠員のため、障がい種別とも相談件
数は昨年度より減少しました。　　
今年度も引き続き、障がい者相談員（視力障がい、聴力障が
い、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい）に
ついて広報等で周知し、相談業務の質の向上や充実を図りま
す。

継続
実施

市民福祉課　

基本
目標
1

2
１（１）
相談支援事
業の充実

①　相
談支援
機能の
充実

障がい者やその家族、または支
援している人の相談、必要な情
報の提供や助言、関係機関との
調整など総合的な相談支援を行
います。

一般相談支援はまつのき園に委託して実施しています。
総合件数　 　1681件(前年度１６００件)
特定相談支援　165件(前年度  667件)
一般相談支援　1516件(前年度1023件)
サービス等利用計画の作成に関わっている件数
　　　　          18件（阪南市　18名、岬町 0名）
              前年度40件（阪南市36名、岬町３名）
 一般相談から計画相談に引き継がれるケースもいくつかありまし
たが、より適切な機関へ情報提供を行い、共有していくようにして
います。

Ａ

相談件数が昨年度より減少しましたが想定以上の相談件数が
ありました。障がい者やその家族、または支援している人の
相談、必要な情報の提供や助言、関係機関との調整など総合
的な相談支援を行います。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
1

3

１（１）
基幹相談支
援センター
の設置

地域における相談支援の中核的
な役割を担う相談機関として、
本市直営で基幹相談支援セン
ターを設置し、多機関と連携
し、重層的な相談支援体制を構
築します。

令和３年度から基幹相談支援センターは本市直営で設置していま
す。
令和６年度は社会福祉士、精神保健福祉士及び保健師の４名を配置
し、相談支援事業所への指導・助言、成年後見制度利用促進事業、
障がい者虐待防止に取り組み、重層的な相談支援体制を築きまし
た。

Ａ

基幹相談支援センターを周知するとともに、くらし丸ごと相
談や相談支援事業所と連携し、重層的・専門的に対応してい
ます。
地域における相談支援機関との連携を強化し重層的な相談支
援体制の強化に努めます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
1

4

１（１）
主任相談支
援専門員の
計画的確
保・有効活
用

地域の相談支援専門員に、大阪
府で実施する主任相談支援専門
員養成研修を受講するよう周知
します。また、研修を修了した
主任相談支援専門員と協力して
地域の支援力強化を図ります。

令和６年度は主任相談支援専門員養成研修の受講者は1名で、主任
相談支援専門員は１名となりました。
また、研修を終了した主任相談支援専門員と連携し、相談支援事業
所連絡会を毎月開催し相談支援専門員の支援力強化に務めました。
また、まつのき園に委託している一般相談は主任相談支援専門員が
対応しました。

Ａ

主任相談支援専門員養成研修の受講者が1名にとどまりまし
たので、受講を周知し、受講者の増員に努めます。
また、相談支援事業所連絡会を毎月開催するなど、主任相談
支援専門員と連携し、地域の相談支援体制の強化に取り組み
ます。

継続
実施

市民福祉課
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基本
目標
1

5

１（１）
コミュニ
ティソー
シャルワー
カー配置促
進事業の推
進

①　相
談支援
機能の
充実

令和３年度より、地域包括支援
センター２か所に、地域の福祉
相談員（CSW 各２名）を配置
し、多機関と連携し、個別の福
祉サービスの利用や生活全般の
困りごとの相談に応じ、住民の
力での解決を支援し、必要に応
じて専門職につないでいきま
す。

阪南市に２か所ある地域包括支援センターのＣＳＷは、地域の福祉
相談員として児童から若年層、高齢者まで対象を問わず、電話、来
所、出張による相談に応じ、関係機関と連携しながら個別の困りご
との解決を図っています。
　さらに、災害時要援護者登録制度（くらしの安心ダイヤル事業）
の利用支援をはじめとして、ひきこもりや不登校など、制度だけで
は対応することが困難な事例や制度の狭間に陥っている方々への支
援を行っています。令和４年度からは、学校との連携を強め、
SSWやSC、教育委員会との会合を定期的に設け、生きづらさを感
じている子どもたちと地域とをつなぐ支援を行いました。
　また、地域の福祉活動へのアウトリーチ（出向き型）による関係
づくりや相談にも積極的に取り組みました。
相談件数　2,821件（前年度3,300件）
内障がい者相談件数　341件（前年度302件）

Ａ

地域の福祉相談員として、地域の関係団体や関係機関と連携
した活動が拡大しています。
ＣＳＷ連絡会を1か月に１回開催し、民生委員児童委員協議
会や校区地区福祉委員会などの地域の関係団体・機関及び生
活困窮者自立支援制度相談員や地域包括支援センターなどの
保健福祉専門職員との連携を図るとともに、個別支援の手
法、地域課題の解決方法等について、情報共有や意見交換を
行います。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
1

6

１（１）
小地域ネッ
トワーク活
動等推進事
業の推進

①　市
民参加
による
地域福
祉の推
進

社会福祉協議会にコミュニティ
ワーカーを設置し、概ね小学校
区を単位として校区地区福祉委
員会、民生委員児童委員協議
会、自治会、老人クラブ、ボラ
ンティア、企業、ホームヘル
パーなどが連携し、市民の抱え
るさまざまなニーズに対して、
見守り、声掛けなどの個別支援
活動や食事会、サロンなどのグ
ループ支援活動を行います。

校区地区福祉委員会を中心に、きめこまかな活動が展開され、サロ
ンや個別支援活動が実施されています。
令和6年度　小地域ネットワーク活動　実績
【いきいき健康教室】
　14回、 延べ参加者207人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 88人
【ひとり暮らし高齢者食事会（配食活動含む）】
　41回、延べ 1,246人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 438名
【世代間交流】
　55回、 延べ参加者1,777人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 487人
【子育てサロン】
　36回、 延べ参加者947人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 190人
【まちなかサロン・カフェ】
　967回、 延べ参加者23,507人
【地域美化活動】　　　　　  
　60回、 延べ参加者611人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ668人
【個別訪問・電話】
　1,362回、 延べ参加者3,728人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1,099人
【講座・勉強会】
　22回、 延べ参加者420人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ296人
【茶話会】
　12回、 延べ参加者614人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ140人
【その他】
　445回、 延べ参加者5,348人、延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1,872人

Ａ

昨年度のフォーラムにて「もっと意見交換をしたい」という
声を受け、担い手同士の意見交換・交流を目的とした連絡会
を開催することができました。連絡会では他の活動を聞いた
参加者より「各カフェのいいところを取り入れたい」「どの
サロンカフェも問題が多いが、続けていくことが大切で、ま
た今回のような交流会議が参考になりました」という思いや
感想が出た。今後挑戦していきたいこととして「お互いのサ
ロンの交流と他のカフェを見学したい」「担い手の確保の面
でも若い人が参加できるカフェにするためにいろいろと勉強
しないといけないと思った」と今後の活動に向けて前向きな
気づきがありました。引き続き、身近な地域での居場所作り
の充実のため、運営支援や立ち上げ支援を行います。また、
既存の活動を大切にしながら、対象者や実施場所にとらわれ
ない多様な方々が参加することができる居場所作りを他事
業・専門職と協働し，より一層進めていきます。
　地域ごとの課題に応じて、活動する方々の想いや地域住民
の暮らしに寄り添った支え合い、助けあいの地域づくりを実
現するため、多世代、多分野、しいては福祉分野以外とも協
働できる場づくりを住民の主体性を大切にともに進めていき
ます。

継続
実施

社会福祉協議
会
市民福祉課

基本
目標
1

7

１（１）
「くらし丸
ごと相談
室」との連
携及び充実

地域共生社会の実現のため、
「くらし丸ごと相談室」と連携
し、「ひきこもり」など、制度
の狭間にある生活課題を抱える
方を対象に、断らない相談支援
を行います。

「くらし丸ごと相談室」と「基幹相談支援センター」が連携して、
ひきこもりなど、制度の狭間にある生活課題を抱える方の相談に対
応しました。
令和６年度　くらし丸ごと相談室　相談件数３７件（前年度４２
件）

Ａ

・「くらし丸ごと相談室」と「基幹相談支援センター」、他
課、他機関が連携し、介護・障がい・子育て、健康などの課
題を複合的に抱える人、引きこもり、ヤングケアラーなどの
制度の狭間に落ち込み社会的孤立に陥っている人に対して、
断らない相談支援を行ったことからA評価とします。
・引き続き、連携して断らない包括的な相談支援を行いま
す。

継続
実施

市民福祉課
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基本
目標
1

8
１（２）
ふれあい収
集の推進

①　地
域生活
支援施
策の充
実

家庭ごみを集積場まで排出する
ことが困難なひとり暮らし高齢
者や障がい者などに対し、「声
掛け」を行いながらごみを戸別
収集し、在宅での生活が維持で
きるよう支援します。

令和７年3月31日現在で175軒の家庭に訪問し家庭ごみの収集を
行うとともに必要に応じて安全確認のため声掛けを行いました。
・年度毎の申込件数
　平成２９年度　５３件
　平成３０年度　４４件
　令和　元年度　４３件
　令和　２年度　３７件
　令和　３年度　４５件
   令和   4年度   ４８件
   令和   5年度　４１件
   令和   6年度　３９件

Ａ

・家庭ごみを集積場まで排出することが困難な家庭に対し、
安否確認を含めた戸別収集を実施することで在宅生活を支援
できました。申込件数についても一定の実績があったためA
評価とします。
・引き続き、支援が必要な家庭にサービスを届けられるよう
制度の周知に努めます。

継続
実施

資源対策課

基本
目標
1

9

１（２）
補装具費支
給事業の推
進

①　地
域生活
支援施
策の充
実

身体上の障がいを補うための用
具を交付し、身体障がい者の日
常生活を円滑にします。

給付件数　延べ138件（前年度延べ137件.）
（修理件数含む）

Ａ

・補装具の給付（修理）により日常生活を円滑にするための
サービス提供が実施できました。
・引き続き、相談窓口、手引き等で啓発し申請促進に努めま
す。

継続
実施

市民福祉課　

基本
目標
1

10

１（２）
身体障害者
手帳診断費
用支給事業
の推進

①　地
域生活
支援施
策の充
実

身体障害者手帳申請のための診
断書作成に必要な費用を非課税
世帯に支給し、手帳取得にかか
る経済的負担を軽減します。

助成件数　67件（前年度　61件） Ａ

・手帳取得にかかる経済的負担を軽減でき、非課税世帯に属
する人の手帳取得に寄与できました。
・引き続き、相談窓口、手引き等で啓発し申請促進に努めま
す。

継続
実施

市民福祉課　　　　

基本
目標
1

11

１（２）
特別障害者
手当等給付
事業の推進

①　地
域生活
支援施
策の充
実

身体、または精神に著しく重度
の障がいがあり、日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とす
る状態にある在宅の方に支給し
ます。

特別障害者手当　年間1,170件（前年度1,218件）
障害児福祉手当　年間   270件（前年度　267件）
経過的福祉手当　年間     12件（前年度     12件）

Ａ

・手当等給付事業により日常生活において常時特別の介護を
必要とする方への経済的な保障に寄与できました。
・引き続き、相談窓口、手引き等で啓発し申請促進に努めま
す。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
1

12

１（２）
生活福祉資
金貸し付け
事業の推進

①　地
域生活
支援施
策の充
実

国と府が資金を出し、低所得、
高齢者及び障がい者などの世帯
を対象に低利で必要な資金を貸
し出し、安定した生活が営める
ように努めます。

■コロナウイルス感染症貸付申請等件数
  ＊令和2年3月25日制度開始からの集計
対応内容 延べ相談 5,375件
緊急小口申請 793件
総合支援申請 678件
延長貸付申請 332件
再貸付申請    457件

■ 生活福祉資金等の申請件数（令和６年度）
福祉資金 　　  2件
緊急小口資金 13件
総合支援資金   2件 
教育支援資金   4件

Ａ

新型コロナ特例貸付が令和2年3月25日～令和4年9月30日
まで実施されました。
その後は、返済手続き等について電話や来所にて多くの方が
社協へ相談に来られ、生活困窮者自立支援制度の自立相談支
援機関等と連携した支援に努めました。
引き続き、生活困窮者世帯フォローアップ支援等推進事業と
して継続的な支援を実施します。

継続
実施

社会福祉協議
会
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基本
目標
1

13

１（2）
地域活動支
援センター
機能の充実

創作活動や生産活動の提供、社
会との交流の促進を図る地域活
動支援センターの機能を充実強
化します。

地域生活支援事業　実績　2,062件（実人数延べ461名）
　　　　　　　　　前年度1,831件（実人数延べ415名）
地域の障がい者等の福祉に関する問題について、障がい者、障がい
児の保護者、介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供と
助言を行いました。
月の予定表により様々なプログラムを組み、活動の場を提供しまし
た。専門職が多く配置され、個別対応も行いながら進めています。

Ａ

地域生活支援事業は、昨年度より利用人数が増加しました。
今年度も創作活動や生産活動の提供、社会との交流の促進を
図る地域活動支援センターの機能を充実強化に取り組みま
す。

継続
実施

市民福祉課　　　　　

基本
目標
1

15

１（３）
すくすく健
診・のびの
び相談の充
実

②　療
育・幼
児教育
の充実

疾患の早期発見と早期治療を目
的として、その結果に基づき、
より専門的な指導及び措置を行
うことにより、健全育成を図り
ます。

各種療育機関や専門医療機関等への紹介、保護者支援を継続して行
うことで、子どもの健全な育成を図りました。

Ａ
各種専門機関への紹介や保護者支援を行っているため、Ａ評
価とします。引き続き子どもと親への支援を行っていきま
す。

継続
実施

健康増進課

基本
目標
1

14

１（2）
生活困窮者
自立相談支
援事業の推
進

様々な理由で生活に困っている
状態にある人に対して、包括的
かつ早期に課題解決に向けて相
談員が一緒に考え支援します。

【社会福祉協議会】
社会福祉協議会】
  相談件数はコロナ禍前の件数に戻っています。生活支援課や包括
支援センター等から相談がつながるケースも多く、関係機関と連携
し支援を行っています。相談者が相談事業につながりやすくなるよ
う、事業の周知が必要です。

　令和６年度
　自立相談件数　　　　　　　１７９件
　新規申込件数　　　　　　　　５６件
　プラン作成件数　　　　　　　４４件　
　住居確保給付金新規申込件数　   ５件
（コロナ禍前後の相談件数の推移）
　自立相談件数　　　プラン作成件数
 令和元年　　１５７件　　　　　　８０件
 令和２年　　６３１件　　　　　　８３件
 令和３年　　７９７件　　　　　　６２件
 令和４年　　５０２件　　　　　　５９件
 令和５年　　２３５件　　　　　　４６件
【生活支援課】
　平成２７年度より生活困窮者自立相談支援事業を市直営で開始
し、令和２年度から阪南市社会福祉協議会に事業委託しました。新
型コロナウイルス感染症拡大の影響で相談件数は急増しましたが、
令和５年度第５類移行後、新型コロナウイルス感染症特例貸付や給
付金の申請受付は終了し、相談、プラン作成件数ともに減少してい
ます。

【生活支援課】
　平成２７年度より生活困窮者自立相談支援事業を市直営で開始
し、令和２年度から阪南市社会福祉協議会に事業委託しました。新
型コロナウイルス感染症拡大の影響で相談件数は急増しましたが、
令和５年度第５類移行後、新型コロナウイルス感染症特例貸付や給
付金の申請受付は終了し、相談、プラン作成件数ともに減少してい
ます。

Ｂ

【社会福祉協議会】
　新型コロナ特例貸付では阪南市内でおよそ800世帯の方が
生活に困窮され貸付を受けました。当事業としても、その後
の状況把握、困窮状態が続いている借受人への支援を引続き
実施します。
　さまざまな事情により経済的に困窮されている市民が、よ
り円滑に当事業の窓口に繋がるよう周知を行います。

【生活支援課】
　生活困窮者自立相談支援事業の周知を社会福祉協議会とと
もに行います。
　事業利用者の支援調整会議や、必要に応じて市の重層的支
援会議に諮ることで包括的な支援を行います。

継続
実施

社会福祉協議
会
生活支援課

4



  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標
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令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
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価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
1

16

１（３）
障がい児保
育支援事業
の充実

②　療
育・幼
児教育
の充実

未就学の障がい児などに対し、
それぞれのニーズに応じ、保育
所での保育、またはたんぽぽ園
での療育などを提供し、子育て
と仕事の両立を支援します。

各保育所に加配保育士や子ども支援員（保育士資格なし）を配置
し、医療的ケアが必要な障がい児に対しては看護師を配置しまし
た。また、障がい児や支援に対する理解を深められるよう、保育士
や子ども支援員は可能な限り研修に参加し、障がい児に対する処遇
の向上や発達を促す保育となるよう努めるとともに、安全性の向上
と個別の支援計画を作成し保育できる体制を整えました。

Ａ

引き続き、乳幼児の保護者との信頼関係の構築に努めるとと
もに、定期的に阪南市域支援教育コーディネーターや心理判
定員による巡回相談を実施し適切な支援方法を研究し個別の
支援計画の作成に取り組みます。

継続
実施

こども政策課

基本
目標
1

17

１（３）
障がい児通
所支援事業
の充実

②　療
育・幼
児教育
の充実

障がい児などの発達を支援する
ため、保護者などからの相談に
応じ、適切な療育等が受けられ
るよう受給者証を発行し、障が
い児通所支援給付費等を支給し
ます。

児童発達支援延べ件（前年度991件）、放課後等デイサービス延べ　　　　
件（2,964件）であり、児童発達支援・放課後等デイサービスとも
に一定数の利用がありました。
令和６年度の受給者証交付人数は、児童発達支援　　件（前年度
98件）、放課後等デイサービス　　件（前年度170件）でした。
近隣市町で事業所が増加し、子どもと保護者ニーズに応じた事業所
が選択できるようになりました。

Ａ
今後とも１８歳未満の発達に遅れ等があり、特別な支援を必
要とする児童及び障がいのある児童が療育を受けられるよう
に支援していきます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
1

18

１（３）
発達相談
（家庭児童
相談室）の
充実

②　療
育・幼
児教育
の充実

家庭児童福祉に関する相談業務
を行い、家庭児童福祉の向上を
図ります。

障がい相談は家庭児童相談全体件数525件（見込）のうち、47件
（前年度68件）であり、8.9％を占めています。
母子保健事業及び教育委員会関連事業等との連携を図っています。

Ａ

家庭児童相談における障がい相談から療育へと着実につな
がっており、引き続き関係機関の実施する事業と連携しつ
つ、気軽に相談できる体制の充実と専門性の向上に努めま
す。

継続
実施

こども支援課

基本
目標
1

19
１（３）
訓練体制の
整備

②　療
育・幼
児教育
の充実

指定管理者制度の導入と併せ
て、専門職員を確保し、市内で
の訓練体制を整備します。

阪南市立たんぽぽ園は、児童発達支援センターとして、継続した療
育を提供し、療育の質の向上に努めました。
指定管理期間の満了に伴い業者選定を行い、令和６年～11年度の
指定管理者が株式会社三葉に決定しました。

Ａ
指定管理事業者は変更となりましたが、引き続き、児童発達
支援センターとして療育の質の向上に努めるとともに、中核
機能の役割が果たせるように努めます。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
1

20

1（3）
保育所にお
ける個別支
援計画の充
実

障がい児に対して、乳幼児期か
ら学校卒業後まで一貫した効果
的な支援を図るため、保育所に
おける個別支援計画の作成に取
り組んでいきます。

各保育所に加配保育士や子ども支援員（保育士資格なし）を配置
し、医療的ケアが必要な障がい児に対しては看護師を配置しまし
た。また、障がい児や支援に対する理解を深められるよう、保育士
や子ども支援員は可能な限り研修に参加し、障がい児に対する処遇
の向上や発達を促す保育となるよう努めるとともに、安全性の向上
と個別の支援計画を作成し保育できる体制を整えました。

Ａ

引き続き、乳幼児の保護者との信頼関係の構築に努めるとと
もに、定期的に阪南市域支援教育コーディネーターや心理判
定員による巡回相談を実施し適切な支援方法を研究し個別の
支援計画の作成に取り組みます。

継続
実施

こども政策課

基本
目標
1

21

１（３）
小児慢性特
定疾患児日
常生活用具
給付事業の
推進

⑤　難
病患者
などへ
の施策
の推進

日常生活に支障のある小児慢性
特定疾患に罹っている児童に対
し、日常生活用具の給付を行
い、日常生活の便宜及び介護者
の負担軽減を図り、児童の自立
と社会参加を推進します。

令和６年度支給件数　0件（前年度0件） Ａ

・申請はありませんでしたが、要望があった時には給付でき
るように体制を継続しました。
・今年度も引き続き、周知啓発を図り、対象者に案内が行き
わたるよう努めます。

継続
実施

市民福祉課　　　　

5



  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課
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基本
目標
1

22

１（4）
阪南市障が
い者基本計
画及び阪南
市障がい福
祉計画・阪
南市障がい
児福祉計画
の進捗管理

阪南市障がい者基本計画及び阪
南市障がい福祉計画・阪南市障
がい児福祉計画の見直しや進
捗・点検を毎年1回以上行い、
施策の推進に努めます。

「第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」の進捗管理・
評価を行うために、阪南市障害者施策推進協議会を１回開催し、施
策の推進に努めました。

Ａ

「第４次障がい者基本計画」及び「第６期障がい福祉計画・
第2期障がい児福祉計画」最終年度における各事業の評価を
行い進捗管理をします。
また、「第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」に
基づき、施策を推進します。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
1

23

１（４）
地域自立支
援協議会個
別支援会
議・サービ
ス調整連絡
会議の開催　　　　　

①　地
域生活
支援施
策の充
実

地域自立支援協議会の個別支援
会議で個別事例への支援に関す
る協議及び調整を行い、サービ
ス調整連絡会議で地域の関係機
関によるネットワーク構築等に
向けた協議や地域の社会資源の
開発及び改善に関する協議等を
行います。

地域自立支援協議会の専門部会である、「相談支援事業所連絡会」
において事例検討会を実施し、発達障がいのある方を支援するため
にサポートブック（案）を作成しましたが、上手く活用出来ている
か進捗管理が出来ていません。
「就労支援部会」においては、前年度から引続き、工賃向上のため
に仕事を受注するための「求職票」（案）を作成しました。

Ａ

「相談支援事業所連絡会」においては、サポートブックを活
用が出来ているか確認を行い、より使いやすいように検討し
ていきます。
「就労支援部会」においては、阪南市内事業所の工賃向上を
めざして事業所の仕事をPRする冊子作成、啓発方法の検討、
共同受注の仕組みづくりを行います。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
1

24
１（５）
福祉人材の
養成・確保

大阪府における介護・福祉人材
の確保に関する取り組みとの連
携や、関係機関・団体等と連携
を図りながら、介護職・福祉職
やサービスの魅力の向上・発
信、潜在的な有資格者等の掘り
起こし、多様な介護・福祉人材
の確保に向けた取り組みを図り
ます。また、サービス提供事業
者に対して、障がいのある人等
への対応に重要な役割を持つ
ホームヘルパー、ガイドヘル
パー、手話通訳者、要約筆記、
社会福祉士、保健師、精神保健
福祉士等の専門職種の人材確保
と資質の向上を働きかけていき
ます。障がい特性を理解した人
材確保と資質の向上のために、
大阪府や関係機関などで実施さ
れる研修会等への積極的な参加
を促します。今後も引き続き、
泉南地域介護人材確保連絡会議
を軸に、取り組みの具体化に向
けて情報交換を行います。

「大阪府介護・福祉人材確保戦略」に協力するとともに、岸和田以南5市
3町と大阪府や大阪福祉人材支援センター等で構成している「泉南地域介
護人材確保連絡会議」に２回参加し、介護人材確保の推進に関する各種
施策の情報共有、意見交換など、人材確保や就労支援の推進に取り組み
ました。
　また、大阪府など関係機関からの福祉人材に関するチラシの送付があ
れば、介護保険課の窓口に配架しており、「阪南市地域づくり担い手研
修（第３層生活支援コーディネーター養成研修）」の参加者に、福祉人
材の情報提供を行いました。

Ａ

地域自立支援協議会、泉南地域介護人材確保連絡会議を軸
に、取組の具体化に向けて情報交換を行いました。
今後も、引き続き、関係機関等と連携しながら、福祉人材に
関するチラシの配架等、福祉人材の確保・就労支援に向けた
取組を行ってまいります。

継続
実施

介護保険課
市民福祉課
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基本
目標
1

25
１（５）
福祉人材の
定着

福祉人材の定着を図るため、労
働環境の整備の推進に努めると
ともに、従事者の資質の向上を
図るため、キャリアアップの仕
組みの構築に努めます。

令和５年度に「第９期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」
の策定に向け実施した介護事業所へのアンケート調査では、「事業
所運営で困難を感じること」の上位に「人材の確保が難しい」との
回答結果が出ております。
　急激に少子高齢化が進展する中において、増大、多様化する介護
ニーズに的確に対応するため、就労支援・定着への取組が重要に
なっています。

Ａ

介護保険事業所に、国や府の補助金の活用検討を推進するな
ど、情報提供しました。また、国からの資質向上にむけた研
修会の情報提供や参加をよびかけました。さらに、岸和田以
南５市３町や大阪福祉人材センターなどで構成する「泉南地
域介護人材確保連絡会議」に出席し、福祉人材の確保・就
労・定着にむけて、情報交換を行いました。
今後も「泉南地域介護人材確保連絡会議」にて、現状や課題
の把握、介護福祉人材確保・定着に向けた取組など、定期的
に協議を行い、この合議体を活用し、介護職員の人材確保・
定着に取り組み、併せて、介護職員の資質向上やキャリア形
成を図るため、大阪府や、本市主催の研修会への参加など、
各介護事業所に対し、積極的に働きかけを行っていきます。
阪南市岬町地域自立支援協議会の専門部会である「阪南市岬
町支援者ネットワーク」において、障がい福祉サービス・障
がい児通所支援事業所の支援員を対象に、勉強会や事業所同
士の情報交換会、困難ケースの事例検討会等を実施し、従業
員の資質の向上を図ります。

継続
実施

介護保険課
市民福祉課

基本
目標
1

26
１（５）
福祉教育の
実践

小・中・高校における福祉教育
として、社会福祉協議会、校区
福祉委員会、ボランティア等の
協力のもと、地域のボランティ
ア活動を学んだり、障がいに関
する疑似体験や交流体験を行い
ます。

子ども福祉委員 ※（ ）内は卒業生のうち活動に参加した人数
・4校区/42名＋（卒業生8名）
小学生：17名、中学生：25名＋（卒業生8名）
・地域の高齢者訪問や地域活動の実施　20回
（子ども主催のカフェ、クリスマス訪問、子ども食堂（地域食
堂）、困りごと支援活動等）

Ａ

子どもが主体的に地域課題を把握して解決を試みる活動は福
祉教育のあるべき、めざすべき姿につながっています。特に
子どもたちが自主的に「居場所づくりをしたい」と声をあ
げ、実現に向かって取り組んだ子ども主体のカフェや宿題
デーなどの姿は、自主性や自己肯定感の向上に大きく寄与す
る可能性を示唆しています。引き続き「子ども福祉委員」の
拡大、推進に務めてまいります。

継続
実施

社会福祉協
議会

基本
目標
1

27
１（５）
労働環境の
改善

介護・福祉従事者が、意欲と誇
りを持って働くことができるよ
う、雇用主であるサービス提供
事業者に対して、 雇用管理の改
善や職業能力の開発及び向上に
向けた支援の充実、指導の強化
に努めます。国が示す方針に基
づく個々の申請様式、添付書類
や手続きに関する簡素化を推進
します。

障がい福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規の遵守を
徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の改善を
されるように支援しました。

Ａ

サービス事業所に訪問した際に、職場環境の確認を行うとと
もに、阪南市障がい者（児）団体連絡協議会、地域自立支援
協議会等でサービス事業所の状況について情報共有及び収集
します。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
2

1

2（1）
更生医療・
育成医療の
推進

②　医
療サー
ビスの
充実

指定医療機関で治療を受け、身
体上の障がいを軽減し、日常生
活が容易に送れるよう医療費の
一部を助成します。

更生医療支給認定件数　支払件数1,614件（前年度2,177件）
育成医療支給認定件数　　　　　　  8件（前年度      19件）　

Ａ

更生医療等の申請に対し、医療費の一部助成を適切に実施し
ました。
今年度も指定医療機関で治療を受け、身体上の障がいを軽減
し、日常生活が容易に送れるよう医療費の一部を助成しま
す。

継続
実施

市民福祉課　　　　
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
2

2

2（1）
重度障がい
者医療費助
成事業の推
進

②　医
療サー
ビスの
充実

重度の障がいがある方に対し
て、医療費の一部を助成し、健
康の保持及び生活の安定に寄与
し、福祉の増進を図ります。

平成30年4月から大阪府福祉医療制度改革に伴い、市の制度も見直
しました。
重度障がい者に対して、医療費の一部を助成し、医療費の負担を軽
減したことにより、重篤化を防止しました。　　　　　　　　　　
R6.1月～R6.12月実績　31,995件
R5.1月～R5.12月実績　31,845件

Ａ

・医療費の負担を軽減したことにより、早期に必要な医療を
受け、重篤化を防止し、健康の保持及び生活の安定に寄与し
ました。
・今後も本制度を継続し、健康の保持及び生活の安定を図り
ます。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
2

3

2（1）
市民病院を
中核とした
障がい者の
地域医療の
充実

②　医
療サー
ビスの
充実

市民病院を地域医療の中核とし
て位置づけ、保健センター・保
健所・医療機関と連携し、障が
い者に対して適切な保健サービ
ス、医療、医学的リハビリテー
ション等を提供します。

良質な医療サービスを継続して提供するため、保健所・医療機関と
連携して障がい者の方に適切な保健サービス、医療、医学的リハビ
リテーション等を提供し、介助者の負担軽減の取り組みを行いまし
た。

Ａ

・障がいをお持ちの方への支援を行うなど、取り組みにおい
て一定の実績があるためA評価とします。
・引き続き、各医療機関等と市、病院が連携・協力し、医療
サービスの提供に取り組んでまいります。

継続
実施 健康増進課

基本
目標
2

4

2（2）
精神グルー
プワークの
充実

④　精
神保健
の充実
と自立
への援
助

自宅にひきこもりがちで、社会
参加のきっかけ作りなどが必要
な方に調理実習や体操などのグ
ループワークを月１回実施しま
す。

開催回数　　12回
参加延人数　76人　
施設外活動、創作、体操、クリスマス会などを実施し、利用者同士
の関わる機会を作りました。

Ａ

新型コロナウイルス感染症の収束以降、社会参加のきっかけ
作りを毎月開催できました。
今年度も自宅にひきこもりがちで、社会参加のきっかけ作り
などが必要な方に調理実習や体操などのグループワークを月
１回実施します。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
2

5
2（2）
精神通院医
療の推進

②　医
療サー
ビスの
充実

精神科の医療が長期的に必要な
とき、経済的負担を軽減するこ
とで、指定医療機関で治療を受
けやすくし、病状の改善が促さ
れるようにします。

申請件数　1,119件（前年度1,011件） Ａ
・一定の実績があるためA評価とします。
・長期的な精神通院医療を要する際、経済的負担を軽減し、
治療を受けることで、病状の改善が促されるよう努めます。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
2

6
2（3）
妊産婦健康
診査の充実

①　保
健サー
ビスの
充実

疾病等の早期発見・治療及び流
産、死産、未熟児出生などを予
防するための妊産婦の定期健診
を充実します。

妊婦健診受診者数延　3,423人（前年度3,613人）
産婦健診受診者数延　318人（前年度380人）
妊婦訪問件数　延　31人（前年度延21人）
母子健康手帳発行時等の妊婦面接件数　226人（前年度195人）
妊婦健康診査公費負担は、妊婦健診5,000円を14枚、補助券とし
て18,200円を1枚、5,300円を6枚と一人あたり合計120,000円
（前年度116,840円）です。多胎児妊婦に対しては上記に5,000
円を5枚追加配布しています。

Ａ

・妊産婦健診公費負担を昨年度より3,160円増額し、妊産婦
健診を受診しやすいように環境整備したため、Ａ評価としま
す。
・母子健康手帳発行時は面接用の個室で保健師が面接し、保
健指導を実施しています。今後も伴奏型相談支援として妊娠
期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実を図りま
す。

継続
実施

健康増進課
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基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容
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基本
目標
2

7

2（3）
4カ月児健
康診査・１
歳７カ月児
健康診査・
３歳６カ月
児健康診査
の充実

①　保
健サー
ビスの
充実

乳幼児に対して健康診査を行
い、疾病予防や早期発見・早期
治療を図ります。また、その保
護者に育児などに関する保健指
導を実施します。

4カ月児健康診査　　 受診者数　168人、受診率　97.1％　　
　　　 　　  （前年度　受診者数   209人、受診率98.1％）

1歳7カ月児健康診査　 受診者数　216人、受診率 96.0％
          　    （前年度  受診者数   234人、受診率98.7％）

3歳6カ月児健康診査　  受診者数　199人、受診率 93.4％
                  （前年度  受診者数   255人、受診率96.2％）

Ａ
各健診の受診率は高水準を保っておりＡ評価とします。
引き続き、疾病の予防や早期発見・早期治療、保健指導に努
めます。

継続
実施

健康増進課

基本
目標
2

8
2（3）
健康診査の
充実

生活習慣病の予防・合併症の発
症や症状の進行等を予防するた
め、健康診査を実施します。

【保険年金課】
特定健康診査受診率　　　33.1％（令和３年度の実績31.9％）
特定保健指導実施率　　　24.1％（令和３年度の実績31.7％）
後期高齢者医療健康診査　14.7％（令和３年度の実績14.0％）
※特定健診・特定保健指導については、令和４年度実績（令和５年
度は、令和６年１０月に確定する。）

特定健康診査　　受診者数（R6　2579人　受診率36.1％）
　　　　　　　（前年度　受診者数　2605人　受診率34.0％）
【健康増進課】
若年者健康診査　受診者11名
肺がん検診受診者1,676名（3.7％）
胃がん検診受診者　984名 （4.7％）
大腸がん検診受診者2,028名（4.7％）
乳がん検診1,169名（15.4％）
子宮がん検診受診者1,481名（17.0％）

Ａ

【保険年金課】
・R４年度の特定健診の受診率は前年度を上回りました。
・国民健康保険特定健康診査については、今後も受診率向上
に努めるとともに、健診結果に基づき適切な指導を行いま
す。
・後期高齢者医療健康診査については、広域連合の委託を受
け、適切に事業を実施します。

【健康増進課】
・がん検診受診率においては、昨年度よりが乳がん・子宮が
ん検診が向上しました。
・生活習慣病である“がん”の早期発見・早期治療のためが
ん検診を実施するとともに、がん検診受診の必要性について
さらに啓発します。　　　　　　　

継続
実施

健康増進課
保険年金課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標
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価
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取組
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第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
2

10
2（3）
介護予防拠
点

介護予防拠点は、高齢者や障が
い者、子ども等、全世代の市民
が利用できる共生型の介護予防
施設で、市民交流の場、健康相
談等実施しています。

令和２年４月から老人福祉センターの役割や機能を引き継ぎ、共生
型「介護予防拠点」として、「いきいき交流センター」の名称とな
り、事業を開設しました。　

令和７年3月末現在、4拠点合計で開館日数は延べ984日、延べ利
用人員は20,900人、実利用者数は583人。依然、65歳以上の利
用が多数を占めます。

Ｂ

令和3年度10月より、介護予防拠点は4ヶ所となり、市内日
常生活圏域（4圏域）各所への整備が完了しました。令和６
年度は、各4拠点について周知・啓発を一層推進し、地域と
市民ニーズに沿った介護予防施策の推進に取り組みました。
　令和７年度は、介護予防拠点とともに介護予防体力測定会
事業を実施し、共生型施設として更なる周知及び効果的な活
用に取り組みます。

継続
実施

介護保険課

基本
目標
2

9

2（3）
 健康づく
り・介護予
防について
の健康教育
の推進

①　保
健サー
ビスの
充実

保健師や管理栄養士、健康運動
指導士などが行う生活習慣病を
予防する教室を通じて市民の健
康づくりを推進します。また、
介護予防の第一歩として、地域
の身近な場所（住民センター
等）で血圧測定や保健師・管理
栄養士・理学療法士等による講
話や体操等を実施します。　　

【健康増進課】　　延べ人数/開催回数
10歳若返り講座（運動）9人/1回 　(前年度10人/1回)　
はつらつヘルスアップ講座　69人/8回（前年度18人/8回）

【健康事業準備室】　延べ人数/開催回数
いきいき健康教室　        231人/ 15回（前年度369人/ 25回）
元気しゃっきり教室 5384人/200回（前年度5355人/178回）
出張健康講座　　　　　　551人/21回（前年度863人/25回）
すこやかライフ教室　　　356人/24回（前年度324人/24回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

【介護保険課】　　　延べ人数/開催回数
いきいき百歳体操　   33カ所443人（前年度30カ所411人）　
介護予防拠点
・健康づくり運動　6,093人/495回（前年度5,162人/546回）
・認知症予防等　　1,091人/167回（前年度1,326人/206回）
・講話、講座　　　674人/148回（前年度877人/202回）
・生きがいづくり　815人/218回（前年度738人/214回）
・健康相談　　　　3,489人/190回（前年度3,399人/192回）
・その他（スマホ教室等） 157人/33回（前年度612人/208
回）
体力測定会　　　人/3回（前年度未実施）

【健康事業準備室】　延べ人数/開催回数
いきいき健康教室　        369人/ 25回（前年度211人/15回）
元気しゃっきり教室 5355人/178回（前年度5809人/188回）
出張健康講座　　　　　　863人/25回（前年度280人/21回）
すこやかライフ教室　　　324人/24回（未実施）　

【阪南市社会福祉協議会】
こつこつゆうゆう体操 　799人 /50回（前年度614人/40回）
のびのび体操 　　　　1,667人/76回（前年度1,425人/82回） 
出張栄養教室　　　　　117人/4回（前年度140人/5回）
にこにこ健口教室　　　359人/20回（前年度115人/9回）
地域回想法教室　　　　105人/6回（前年度88人/6回）

Ａ

保健センターや防災コミュニティセンター、地域交流館、住
民センターなどで健康づくり・介護予防に資する取り組みを
行いました。
取り組み内容としては、「生活習慣病予防（重症化予防を含
む）」と「介護予防・フレイル予防」を一体的に実施しまし
た。
また、介護予防については、介護予防拠点を日常生活圏域に
1か所ずつ設置し、普及啓発に努めています。
令和７年度からは、健康づくり・介護予防の各事業を再編
し、新規に「はんなん健康応援プラン」として開始します。
（一部６年度までの事業を継続実施）
令和７年度も介護保険課、健康増進課、保険年金課が連携
し、保健事業と介護予防の一体化に向けてより効果的な健康
づくり・介護予防を推進していきます。
令和６年度計画していた事業を予定どおり実施出来たためA
評価とします。

継続
実施

健康増進課
健康事業準備
室
介護保険課
社会福祉協議
会
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基本
目標

事業名
基本計
画目標
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令和6年度　課題の内容と取組内容
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担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
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担当課
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基本
目標
2

11

2（4）
障がい特性
やライフス
テージに応
じた発達障
がい者(児)
施策の推進

それぞれの障がい特性やライフ
ステージに応じた発達支援につ
いて、福祉・保健・教育の各機
関が有する情報の共有、支援機
関連携の強化、支援体制の充実
を図ります。

【こども支援課】
家庭児童相談室において、保護者からの相談時に発達障がいの理解
や支援に関する知識や情報提供を行いました。

【こども政策課】
障がいのある子ども、保護者と一緒に支援学校や療育施設などの施
設見学に行ったり、関係機関（担当医の病院・保健センターののび
のび相談など）へ行って子どもの発達状況や適切な支援方法を共有
したり、など、関係機関との連携を図りました。

【学校教育課】
市民福祉課及び母子保健事業及び教育委員会関連事業と連携し発達
がい児の支援について取り組みました。

【健康増進課】
保健活動の中で把握した対象者に対して、必要に応じて関係機関と
の連携をはかり、支援を行いました。

【市民福祉課】
保護者の同意を得て、健康増進課の発達検査や学校教育課の就学支
援相談に繋げるなど、関係機関と連携し切れ目ない支援を行いまし
た。

Ａ

【こども支援課】
引き続き、市民福祉課、母子保健事業及び教育委員会関連事
業と連携し発達がい児の支援について取り組みます。

【こども政策課】
乳幼児の保護者との信頼関係の構築や情報提供に努めるとと
もに、適切な支援方法を研究し個別の教育支援計画等の作成
に取り組み、必要に応じて関係機関との連携を図ります。

【学校教育課】　　　　　　　　　　　　　　　　
就学前から関係機関と連携し、支援を必要とする子どもの個
別の教育支援計画を作成することにより、支援体制の充実を
図っています。

【健康増進課】
こどもに関わる関係機関と連携し、発達障害の理解と支援に
関する情報提供を実施していきます。

【市民福祉課】
引き続き、母子保健、児童福祉、教育との連携を強化し支援
体制の充実を図ります。

継続
実施

こども支援課
こども政策課
学校教育課
健康増進課
市民福祉課

基本
目標
2

12

2（４）
発達障がい
の正しい知
識の普及啓
発

乳幼児期、学童期、青年期、壮
年期などの各ライフサイクルに
沿った発達障がいの理解と支援
に関する情報提供を行い、正し
い知識の普及啓発に努めます。

【こども支援課】
家庭児童相談室において、保護者からの相談時に発達障がいの理解
や支援に関する知識や情報提供を行いました。

【学校教育課】
教職員の支援教育に関する知識理解を深めるために、市教委主催研
修及び泉南地区の支援教育研修会に参加しました。

【健康増進課】
乳幼児の健康診査や家庭訪問などの保健活動の中で把握した発達に
不安のある対象者に対して、必要な情報提供を行いました。

【市民福祉課】
障がい児通所支援サービス利用の面談時において、発達障がいの理
解や支援に関する知識や情報提供を行いました。

Ａ

【こども支援課】
引き続き、市民福祉課、母子保健事業及び教育委員会関連事
業と連携し発達がい児の支援について取り組みます

【学校教育課】
教職員の発達障がいに対する理解を深めるために、市教育委
員会による支援教育研修や泉南地区の支援教育研修会等を実
施してまいります。

【健康増進課】
発達に不安のある保護者には専門職の相談を実施し、必要な
情報提供を行い、正しい知識の普及啓発に努めます。
。

【市民福祉課】
引続き、保護者や関係機関に対して、発達障がいの理解と支
援に関する情報提供を行い、正しい知識の普及啓発に努めま
す。

継続
実施

こども支援課
学校教育課
健康増進課
市民福祉課

11



  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
2

14

2（４）
ピアサポ―
ト活動への
支援

発達障がいの当事者同士やその
家族等が集まり、情報交換を行
う場の立ち上げを支援し、情報
提供を行っていくなど、ピアサ
ポート活動への支援の充実を図
ります。

「阪南市障がい児（者）を持つ親の会もみの木会」は、発達障がい
児（者）の家族が主な会員です。情報交換や学習・教育・療育等の
活動、福祉の推進のための運動等を活動内容とし、令和６年度はク
リスマス会、事業所見学、スポーツ教室交流会、定例会等１２回開
催しました。

Ａ

発達障がいの当事者の声を聞く機会を作ったり、発達障がい
についての情報提供を行うことにより、発達障がいの当事者
同士やその家族等が集まり、情報交換を行うピアサポート活
動の場を支援していきます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
3

1
3（1）
教育相談の
充実

③　学
校教育
の充実

障がいのある子どもの生活、学
習、就学、進路などについての
教育相談を行います。

各学校では、担任や支援教育コーディネーターに日頃から相談でき
る体制を整えています。また、教育支援相談員にも早期から相談で
きる体制もとっております。
阪南市域支援教育コーディネーター、教育支援委員会等と連携し、
保護者に対して、就学、進路などについて情報提供を行いました。

Ａ

・各学校園にて、担任や支援教育コーディネーターが、子育
てや就学に関わる相談に丁寧に応じています。また、早期か
らの相談体制として教育支援相談員を設置しています。
・教育支援相談員が校園所及び保健センター等とも連携をし
て、相談体制を充実させていきます。

継続
実施

学校教育課

基本
目標
2

13
2（４）
相談機関の
充実

児童発達支援センターと各支援
機関が連携して、専門的な相談
支援を実施します。障がいの早
期発見に向けて、発達の専門医
による健診の充実など、発達障
がいのある子どもとその家族を
対象とした支援の充実に取り組
んでいきます。

【こども政策課】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
障がいのある子ども、保護者と一緒に支援学校などの施設見学に
行ったり、関係機関（のびのび相談など）へ行って子どもの発達状
況や適切な支援方法を共有したり、など、関係機関との連携を図り
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【こども支援課】
障がい児を早期に発見し、面談時に、家族及び子どもの相談及び助
言を行いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【学
校教育課】　
阪南市域支援教育コーディネーターや教育支援相談員による各園所
への巡回相談を実施しました。また、小中学校においても、教育支
援相談員による巡回相談を実施しました。

【健康増進課】                                                                                                                          
乳幼児の健康診査や家庭訪問などの保健活動の中で把握した対象者
に対して、発達専門医の健診（すくすく健診）や臨床心理士、言語
聴覚士による個別悦相談（のびのび相談）を実施しました。

【市民福祉課】
障がい児の早期療育・相談が受けられるよう、児童発達支援セン
ター１箇所、児童発達支援５箇所、放課後等デイサービス8箇所、
重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所１箇所及び放課後
等デイサービス１箇所を設置し、各支援機関の連携に努めました。

Ａ

【こども政策課】
乳幼児の保護者との信頼関係の構築や情報提供に努めるとと
もに、適切な支援方法を研究し個別の支援計画の作成に取り
組み、必要に応じて関係機関との連携を図ります。                                                                                                                                                        

【こども支援課】
引き続き、市民福祉課、母子保健事業及び教育委員会関連事
業と連携し発達障がい児の早期の支援について取り組みま
す。

【学校教育課】
阪南市域支援教育コーディネーターや教育支援相談員が各幼
稚園・保育所に年間４回の巡回相談を実施し、教職員や保護
者からの支援方法等の相談に対して助言を行います。また、
小中学校においては、学校の依頼により、教育支援相談員や
支援学校教員等が巡回相談を行います。

【健康増進課】
乳幼児の健康診査等で、必要な対象者に発達の専門医の健診
や臨床心理士、言語聴覚士による相談を実施し、発達障害の
ある子どもとその家族を対象とした支援の充実に取り組みま
す。

【市民福祉課】
障害児通所支援事業所や相談支援事業所の質の向上のために
研修会等を実施するとともに、令和６年度から児童発達支援
センターの指定管理事業者が株式会社三葉に変更になり、今
後中核機能の役割を果たせるように努めます。

継続
実施

こども政策課
こども支援課
学校教育課
健康増進課
市民福祉課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
3

2

3（1）
支援学校へ
の見学、体
験入学の充
実

③　学
校教育
の充実

支援教育に対する理解を深める
ため、支援学校と連携し、教育
相談と並行しながら見学や体験
入学の機会を設けます。

支援学校が行っている説明会や体験入学、支援学校の教育内容等に
ついて情報提供を行いました。また、支援学校教員が巡回相談を希
望する学校を訪問することで、専門的な指導方法等を学ぶ機会とな
りました。

Ａ

・支援学校の見学について、支援学校を就学先の候補として
考えている幼児・児童・生徒及び保護者への参加を呼びか
け、より適切な就学先を考える機会を提供していきます。
・支援学校の教員が小中学校を訪問し、巡回相談の機会を設
けることにより、子どもたちがよりよい就学先の選択をでき
るよう努めてまいります。

継続
実施

学校教育課

基本
目標
3

3
３（１）
教育支援委
員会の推進

③　学
校教育
の充実

障がいのある子ども及び保護者
に対して、適切な就学や進学情
報の提供と相談を行い、適性に
あった進路選択ができるよう支
援します。

医療、保健、福祉、教育の各分野から専門的知識を有する２７名の
方を委嘱し、１０７名（前年度９１名）の幼児・児童・生徒の就学
先について検討しました。

Ａ

・令和７年度も引き続き、教育相談や就学支援のあり方の検
討を重ね、就学先決定後も支援を維持する体制となっていま
す。
・また、阪南市域支援教育コーディネーターや教育支援相談
員は幼稚園・保育所の巡回相談を実施し、早期から就学を視
野に入れた支援を行っています。

継続
実施

学校教育課

基本
目標
3

4

３（１）
障がい児支
援連絡会の
推進

③　学
校教育
の充実

教育・医療・福祉各関係機関参
加の「阪南市障がい児支援連絡
会」を組織し、多角的視点から
の支援の充実を図ります。ま
た、定期的に相談会を開き、広
く相談を受け付けます。

障がい児支援連絡会については、様々な機会において福祉等の関係
機関と連携を図っているため、実施しておりませんが、支援学校の
教員を招いた相談会を、２回開催しました。
また、各学校園において、個別の教育支援計画等を作成し、一人ひ
とりの障がいに応じた指導に活用しました。

Ａ

【こども政策課】
・幼稚園では支援の必要な子どもの、個別の教育支援計画等
の作成をしています。
・早期からの継続した支援を実現するために、障がいの有無
に関わらず、支援の必要な子供の個別の教育支援計画等の作
成をめざします。

【学校教育課】
・支援を必要とする児童・生徒が安全・安心に学校生活を送
るために、適切な配置を行うことができました。また、研修
会を実施し、子ども支援員としての資質の向上に努めまし
た。
・令和７年度も引き続き、支援を必要とする子どもの把握に
努め、支援を必要とする児童・生徒が在籍する学校に子ども
支援員の配置を行います。

継続
実施

こども政策課
学校教育課

基本
目標
3

5

３（１）
子ども支援
員配置事業
の充実

③　学
校教育
の充実

障がいのある、または障がいの
可能性のある幼児・児童・生徒
が安全に学校園生活を送るた
め、必要な支援及び適切な学習
支援を行う子ども支援員を配置
します。

【こども政策課】
公立保育所２所では子ども支援員を７人、公立幼稚園２園では子ど
も支援員を９人と医療的ケアの子ども支援員を２人配置し、遊びや
生活の支援を行いました。

【学校教育課】
阪南市立小中学校では、子ども支援員を配置することにより、障が
い等のある子どもの安全確保と生活介助、障がいのあると思われる
子どもの学習の支援を行いました。また、医療的ケアを必要とする
子どもに対しては、看護師もしくは准看護師免許をもつ子ども支援
員を配置しました。令和６年度には、小中学校に４６人の子ども支
援員を配置しました。

Ａ

【こども政策課】
支援を必要とする子どもの遊びと生活を保障するための配置
ができた。引き続き、支援の必要な子どものニーズに合った
人数の支援員と医療的ケアの子ども支援員の配置に努めま
す。

【学校教育課】
・支援を必要とする児童・生徒が安全・安心に学校生活を送
るために、適切な配置を行うことができました。また、研修
会を実施し、子ども支援員としての資質の向上に努めまし
た。
・令和７年度も引き続き、支援を必要とする子どもの把握に
努め、支援を必要とする児童・生徒が在籍する学校に子ども
支援員の配置を行います。

継続
実施

こども政策課
学校教育課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
3

6

３（１）
インクルー
シブ教育シ
ステムの推
進

③　学
校教育
の充実

一人ひとりの教育的ニーズに適
切に対処し、障がいのある子ど
もも、障がいのない子どもも安
全で安心な学校園生活を送るこ
とができるシステムを推進しま
す。

各学校で、支援学級と通常の学級との交流行事を実施することによ
り、互いの理解を深めました。また、支援学校在籍の児童・生徒の
希望によって居住地校交流を行うなどの取組も行いました。

Ａ

・障がいのある子どもとない子どもの交流活動は、毎年すべ
ての学校で行っています。
・障がいの有無に関わらず、全ての児童・生徒がお互いを理
解し、高めあえる交流活動について、今後とも継続的に進め
ていきます。

継続
実施

学校教育課

基本
目標
3

7

3（2）
障がい者
（児）ス
ポーツ教室
の充実

①　ス
ポーツ
の振興

教室を設定し、各種の運動経験
を広げることにより、障がい者
（児）の体力の向上に役立てる
とともに、障がい者（児）及び
保護者同士の交流を図ります。

指定管理者ミズノグループ主催で、障がい児・者スポーツ教室を開
催しています。
令和6年度は、6回開催し、参加者100名、指導者・ボランティア
111名の参加がありました。

Ａ

障がいのある人の体力差等を考慮し、安全に運動に親しめる
よう、ボランティアと一緒に取り組めるメニューを計画して
います。また、阪南市生涯スポーツ指導者クラブ、スポーツ
推進委員等の協力を得て、ボランティアの人員不足解消に努
めます。

継続
実施

生涯学習推進
室

基本
目標
3

8

3（2）
プレイリー
ダーの養
成、登録、
派遣制度の
整備

①　ス
ポーツ
の振興

障がい者スポーツ指導員育成の
ための講座を開催し、スポーツ
の指導者としての人材の認定を
行い、指導者の資質の向上を図
ると共に、人材の登録、派遣を
行います。

令和6年度は、全４回の生涯スポーツ指導者認定講習会を実施し、
登録された指導者を障がい者スポーツ教室に派遣することができま
した。登録者合計120名

Ａ

障がい者に対する理解を深め、有効で安全な指導ができる指
導者、ボランティアを派遣することができました。今後も講
習会を実施し、得た知識を有効に活用できる人材の育成に努
めます。

継続
実施

生涯学習推進
室

基本
目標
3

9

3（2）
録音図書点
字図書貸し
出しサービ
スの充実

②　文
化・レ
クレー
ション
活動の
推進

視覚障がい者等が要望する録音
図書点字図書を点字図書館など
から借り受け、貸出サービスを
行い、障がい者の教養を深める
とともに福祉の向上に努めま
す。

実績がないためC評価とします。引き続き、利用回復に向け、広報
周知などに努めるよう、指定管理者に向けて働きかけます。

C
実績がないためC評価とします。引き続き、利用回復に向
け、広報周知などに努めるよう、指定管理者に向けて働きか
けます。

継続
実施

生涯学習推進
室

基本
目標
3

10
3（2）
文化的講座

④　社
会教育
の充実

料理づくりや、視力障がい者の
方とボランティアの方達との
コーラスの練習を通して、親睦
を図ります。また、障がいのあ
る子どもが和太鼓、音楽を通じ
て親睦と交流を深め、身体を動
かすことで健康維持につなげま
す。

・エンゼルファミリー（障がい児のための音楽療法）14回
・障がい者のためのコーラス40回
・障がい者のための和太鼓12回

Ａ

それぞれの取り組みが月１回以上活動の場を確保している。
親睦、交流のできる場が継続して存在していることは非常に
重要であると考えます。令和７年度も縮小することがないよ
うに継続します。

継続
実施

西鳥取公民館
（中央公民
館）

基本
目標
3

11

3（2）
対面朗読
サービスの
充実

②　文
化・レ
クレー
ション
活動の
推進

視覚等に障がいのある利用者に
図書館の資料の朗読サービスを
行い、障がい者の教養を深める
とともに福祉の向上に努めま
す。

図書館は指定管理者により運営しています。2名の利用者に対し
て、37回の対面朗読サービスを実施しました。

Ａ

要求に応えて、対面朗読を実施できたので、A評価としま
す。
引き続き、視覚等に障がいのある市民に対して、サービスの
広報に努めるよう、指定管理者に向けて働きかけます。

継続
実施

生涯学習推進
室
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
3

12

3（2）
図書の郵送
貸出サービ
スの充実

直接来館することが困難な方を
対象に、図書を自宅などに郵送
するサービスを行います。

図書館は指定管理者により運営しています。70タイトルの申込み
を受けて、26回郵送にて貸し出しました。

Ａ
要望に応えて郵送貸出を実施できたので、Ａ評価とします。
引き続き、直接来館することが困難な方を対象に、図書を自
宅などに郵送するサービスを指定管理者により行います。

継続
実施

生涯学習推進
室

基本
目標
３

13

3（2）
読書困難者
のための資
料の収集

ＬＬブック（知的障がい者等の
ため）、大活字本（視覚等に障
害のある人のため）、マルチメ
ディアデイジー、バリアフリー
絵本等、通常の読書が困難な人
のための資料の収集に努めま
す。

図書館は指定管理者が運営しています。LLブック５冊、大活字本
16冊を購入し、市民に提供しました。

Ａ

・LLブックの出版数は少ないが、その状況の中でも５冊蔵書
に加えられたことを評価しました。大活字本は単価が高価で
すが、厳しい予算のなか購入できたことを評価しました。し
かしながら、前年度よりは収集冊数が減ったので、B評価と
しています。
・引き続き、出版情報に留意し、収集に努めるよう、指定管
理者に働きかけます。

継続
実施

生涯学習推進
室

基本
目標
4

1

4（1）
地域自立支
援協議会就
労・生活支
援部会の充
実

　就労者の定着支援、離職者の
再チャレンジ支援についてのシ
ステム構築に努めます。

阪南市岬町地域自立支援協議会では令和４年度より部会の再編を行
い就労支援に特化した就労支援部会を年３回開催しています。
令和６年度は、就労者の定着支援、離職者の再チャレンジ支援に向
けたシステム構築のひとつとして、障がい者就労施設での工賃向上
に伴う就労意欲の向上を目的に、同部会にて「求職票（案）」を作
成するとともに、支援者の課題等について検討しました。

Ａ
令和７年度は、就労者の定着支援、離職者の再チャレンジ支
援についてのさらなるシステム構築に努めます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
4

2

4（1）
障がい者就
労施設等の
製品の展
示・販売の
促進

②　交
流の促
進

関係機関と連携し、障がい者就
労施設等の製品の展示・販売の
促進に取り組みます。

令和６年度は、阪南市岬町地域自立支援協議会の阪南市岬町支援者
ネットワークにおいて、各事業所が参加しているイベントの情報交
換を行う等、関係機関と連携し、障がい者就労支援施設等の製品の
展示・販売の促進に取り組みました。

Ａ

令和７年度も引き続き、阪南市岬町地域自立支援協議会の阪
南市岬町支援者ネットワークにおいて、各事業所が参加して
いるイベントの情報交換を行う等、関係機関と連携し、障が
い者就労支援施設等の製品の展示・販売の促進に取り組みを
進めてまいります。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
4

3

4（1）
障がい者就
労施設等か
らの物品及
び役務の調
達の推進

障害者優先調達推進法に基づ
き、障がい者就労施設等からの
物品等の調達に取り組みます。

調達件数　30件　金額　503,600　円
（昨年度　83件　　520,550円）

Ｂ

令和５年度は障害者雇用促進法の特例子会社への印刷発注が
調達金額を引き上げましたが、令和６年度は調達件数、金額
共に前年度を上回りませんでした。
令和７年度も引続き、障害者優先調達推進法に基づき、障が
い者就労施設等からの物品等の調達に取り組みます。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
4

4

4（1）
市における
障がい者雇
用の促進

⑤　雇
用の促
進

地方自治体に対する法定雇用率
を遵守し、障がい者雇用に努め
るとともに、障がい者である職
員が能力を有効に発揮して活躍
すること及び活躍の推進に関す
る取り組みを実施することがで
きるよう、令和２年４月に策定
した「阪南市障がい者活躍推進
計画」に基づき取り組みます。

・令和6年度の法定雇用率　2.86％（前年2.68％）。
・新規採用職員を対象に、障がい者や障がいに対する理解の促進と
人権尊重意識の高揚を図るための研修を実施しました。

Ａ

・法定雇用率（2.8％）を下回っていないためA評価としま
す。
・引き続き、法定雇用率を遵守します。
・令和7年4月に「阪南市障がい者活躍推進計画」を改訂し、
同計画に基づき、障がい者の活躍を推進する体制整備や職場
定着、障がい理解の促進に取り組みます。

継続
実施

秘書人事課

15



  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
4

5

4（1）
地域就労支
援事業の実
施

⑤　雇
用の促
進

障がい者（就職困難者等）に対
して、個人に応じた個別サポー
トプランを提供することによ
り、就労阻害要因の克服や雇
用・就労に関する意識・意欲の
助長を図るとともに、雇用・就
労につながるよう、地域の関係
機関が連携し、一人ひとりの自
立・就労を総合的に支援するシ
ステムづくりを検討します。ま
た、今後は、市内事業所の中心
的な役割を果たす商工会と連携
し、雇用に際しての事業所とし
ての条件や不安などを把握し、
雇用開拓、定着に向けた啓発に
努めます。

地域就労支援相談（毎週月～金曜日実施）
・利用者29人（うち障がい者9人（前年度11人））
・相談件数134件（うち障がい者62件（前年度89件））

ハローワークの専門援助部門や泉州南障がい者就業・生活支援セン
ター、市内作業所への紹介などによる就労者数
・0人（前年度0人）

能力開発事業
・就労支援セミナー
・就労支援のためのパソコン講習会

Ａ

・取り組みを実施し、雇用・就労への支援に繋がっているた
め、Ａ評価とします。
・引き続き、就労支援センターなどの地域就労支援相談窓口
の周知啓発に努め、就職希望者に対し、福祉部局など関係機
関と連携を図り、個々のニーズに応じた支援に努めます。

継続
実施

生活環境課

基本
目標
4

6

4（1）
障がい者の
職業能力開
発事業の活
用

⑤　雇
用の促
進

大阪障害者職業能力開発校、大
阪障害者職業センター等で行っ
ている職業能力開発の積極的な
活用に努めます。

大阪障害者職業能力開発校の職業訓練、泉州南障がい者就業・生活
支援センター、おおさか人材雇用開発人権センター、ハローワーク
と連携した就労支援を行いました。

Ａ

・取り組みを実施し、就労能力開発の支援に繋がっているた
め、A評価とします。
・引き続き、大阪府障害者職業能力開発校や泉州南障がい者
就業・生活支援センター、おおさか人材雇用開発人権セン
ター、ハローワークなどと連携した就労支援に努めます。

継続
実施

生活環境課

基本
目標
4

8

4（1）
就労してい
る障がい者
に対する支
援（サンブ
ライド）

⑥　就
労支援
体制の
充実

相談支援事業所まつのき園で開
催している事業で、就労してい
る障がい者の余暇活動を推進し
ます。

就労している障がい者の余暇活動の推進や、障がい者が仲間と話し
合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける活動を支援
しました。
・サンブライドは年回開催。外出は1回で中の島美術館とクリスマ
ス会、会議を開催し、13名(前年度 44名)の参加がありました。
・ひまわりカフェは、奇数月第4日曜日、年間6回の開催。参加利
用者延人数　187人（前年度12回・参加者延人数　343人）

Ａ

サンブライド・ひまわりカフェは、新型コロナウイルス感染
症の５類移行後は活動が再開され、就労している障がい者の
余暇活動支援を継続しました。
引き続き、就労している障がい者の余暇活動を推進します。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
5

1

5（１）
日常生活用
具（住宅改
修費）の給
付

②　住
環境の
整備

在宅の障がい者に住宅の改造に
必要な経費を補助することによ
り、住み慣れた地域で安心して
自立した生活ができるように努
めます。

令和６年度の実績件数は０件ありました。（前年度２件） Ａ
住宅改造を利用し住み慣れた家で安心した生活が続けられる
ように、給付事業の啓発に努めます。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
5

2

5（１）
福祉有償運
送事業の推
進

①　福
祉のま
ちづく
り

公共交通機関を利用しての移動
が困難な人を対象とした福祉有
償運送制度により、移送サービ
スの提供の推進を図ります。

市内で福祉有償運送制度登録を行っている事業所が、利用者へ移送
サービスを提供できるよう支援しました。

Ａ 今後も移送サービスの提供が充実するよう支援します。
継続
実施

市民福祉課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
5

3

5（1）
コミュニ
ティーバス
運行事業の
推進

①　福
祉のま
ちづく
り

鉄道・路線バス・タクシー以外
の公共交通として、主に日常生
活や近隣への移動サービスを提
供しています。地域ごとに人口
減少や高齢化の進展の度合い、
移動ニーズは異なることから、
今後、地域の実情に応じた公共
交通体系を構築するとともに、
公共交通と福祉施策による輸送
サービスの分担を行い、公共交
通における持続性の確保をめざ
します。

・Ｒ２年３月に策定した「阪南市地域公共交通網形成計画」に基づ
き、需要と供給を踏まえた効率的な公共交通の実現に向けて、路線
バスとコミュニティバスの重複運行区間の輸送効率の改善や、地域
内交通の路線見直しをすることで、路線バスとコミュニティバス双
方の収支改善を図っていくため、交通事業者と協議を行い、バス再
編案等の実施に向けて議論を進めました。また、本計画目標の一つ
である「利便性の向上による快適な利用環境の実現」を図るため、
各種乗り換え案内アプリにコミュニティバスのダイヤ情報を提供
し、シームレスな交通体系を構築しました。
・利用者数の推移は近年横ばいとなっている中、コロナの影響によ
り利用者数が減少した分が復調しつつある。利用者数は令和６年度
が164,395人、令和５年度が156,732人、令和４年度が
135,427人、令和３年度が119,245人、令和２年度が115,307
人でした。

Ａ

・「阪南市公共交通基本計画」に基づき、交通事業者と協議
を行いました。また、本計画目標の一つである「利便性の向
上による快適な利用環境の実現」を図るため、各種乗り換え
案内アプリにコミュニティバスのダイヤ情報を提供し、シー
ムレスな交通体系を構築したことにより、一定の目標を達成
できました。
・人口減少、高齢化の進展が見込まれる中、今後も持続可能
な運行を実現することが課題となるため、「阪南市地域公共
交通会議」において、引き続き事業等実施に向けて協議して
いきます。

継続
実施

都市整備課

基本
目標
5

4

5（1）
公共施設の
障がい者向
け配慮の実
施

①　福
祉のま
ちづく
り

公共施設について「大阪府福祉
のまちづくり条例」に基づき整
備を行うなど、全ての人が社会
参加できるまちづくりを進めま
す。

大阪府福祉のまちづくり条例の規定に基づいて、事前協議の対象と
なる民間施設の建築主に対し、整備の推進や指導を行っています
が、令和6年度における事前協議の実績はありませんでした。

D

・実績がないため、D評価とします。
・引き続き、公共施設について「大阪府福祉のまちづくり条
例」に基づき整備を行うよう、公共施設管理者とも協議を行
い、基準項目に適合するよう努めます。

継続
実施

都市整備課

基本
目標
5

5

5（1）
民間施設へ
の助言指導
要請、民間
事業者への
既存施設の
自主点検の
促進

①　福
祉のま
ちづく
り

「大阪府福祉のまちづくり条
例」などに係る指導及び整備の
推進に努めます。

大阪府福祉のまちづくり条例の規定に基づいて、事前協議の対象と
なる民間施設の建築主に対し、整備の推進や指導を行っています
が、令和5年度における事前協議の実績はありませんでした。

D

・実績がないため、D評価とします。
・提出された大阪府福祉のまちづくり条例の規定に基づく事
前協議については、不適合の項目があれば、基準に適合する
よう協議を重ねます。

継続
実施

都市整備課

基本
目標
5

6
5（1）
公園の整
備・改善

①　福
祉のま
ちづく
り

障がい者を含めた全ての人が自
らの意志で自由に利用すること
のできる公園施設の整備・改善
に努めます。

市民が安全に利用できるよう努めました。
　公園工事修繕件数　18件（前年度15件）
　管理委託           　29件（前年度25件）
　安全点検　             1回（前年度 1回）

Ａ

・安全点検の実施等により、公園施設の維持修繕に努めた結
果、安全を確保できたのでＡ評価とします。
・引き続き、公園施設の安全利用のため、整備・改善に努め
ます。

継続
実施

道路公園課

基本
目標
5

7
5（1）
交通安全施
設の整備

①　福
祉のま
ちづく
り

歩道、歩道橋、防護柵などの交
通安全施設の整備を促進し、安
全な歩行空間の確保に努めま
す。

カーブミラー新設7面（前年度14面）
カーブミラー補修20面（前年度26面）
ガードレール　0ｍ（前年度0ｍ）
防護柵　15ｍ（前年度40ｍ）
区画線　2,903ｍ（前年度4,445ｍ）

Ａ
・市民からの要望に対する交通安全施設の設置だけではなく
点検を行い、更新する事ができたのでＡ評価とします。
・引き続き、危険箇所への安全対策・管理に努めます。

継続
実施

道路公園課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
5

8

5（1）
視覚障がい
者用誘導用
ブロックの
設置

①　福
祉のま
ちづく
り

「大阪府の福祉のまちづくり条
例」に基づき、市内の必要箇所
に視覚障がい者誘導用ブロック
の整備を進め、安全な歩行空間
の確保に努めます。

視覚障がい者誘導用ブロック設置 1箇所
（前年度0箇所）

Ａ

・尾崎駅山側道路を整備することができた結果、安全を確保
できたのでA評価とします。
・今後も、安全な歩行空間の確保を検討し、「大阪府の福祉
のまちづくり条例」に基づき、視覚障がい者誘導用ブロック
等の整備を推進します。

継続
実施

道路公園課

基本
目標
5

9

5（1）
既設歩道の
段差切り下
げ

①　福
祉のま
ちづく
り

既設歩道における横断歩道口な
どの切り下げ部の構造を「大阪
府の福祉のまちづくり条例」に
基づいた構造に整備すること
で、安全な歩行空間の確保に努
めます。

市事業による歩道の段差切り下げ箇所　1箇所
（前年度0箇所）

Ａ

・尾崎駅山側道路を整備することができた結果、安全を確保
できたのでA評価とします。
・引き続き、横断歩道口などの切り下げについては、「大阪
府の福祉のまちづくり条例」に基づいた整備を行い、安全な
歩行空間の確保に努めます。

継続
実施

道路公園課

基本
目標
5

10
5（1）
放置自転車
の撤去

①　福
祉のま
ちづく
り

道路に放置された自転車につい
て、放置自転車禁止区域を定め
て撤去を行うことにより、安全
な歩行空間の確保に努めます。

放置自転車の撤去を実施し、安全な歩行空間の確保に努めました。
撤去実施回数  56回（前年度64回）
自転車撤去　  89台（前年度90台）
バイク撤去　    2台（前年度  0台）

Ａ

・定期不定期を含め放置自転車の撤去を実施し、一定の効果
があったのでＡ評価とします。
・引き続き、駅前等の放置自転車禁止区域の放置自転車等の
撤去に努め、安全な歩行空間の確保に努めます

継続
実施

道路公園課

基本
目標
5

11
5（１）
迷惑駐車の
取り締まり

①　福
祉のま
ちづく
り

障がい者の通行空間の確保の観
点からも警察と連携しながら迷
惑駐車の取り締まりの強化に努
めます。

泉南警察署と連携し迷惑駐車防止に努めました。 Ａ
引き続き、関係機関と連携し迷惑駐車防止に努めます。泉南
警察署と連携し迷惑駐車防止に努めました。

継続
実施

道路公園課

基本
目標
6

1
６（1）
広報はんな
ん発行

①　啓
発活動
の推進

広く市民に市政の情報を報道
し、市政に対する市民の理解と
協力を求め、市民と市の協働に
よる市政を実現するため、毎月
１回、広報誌を発行します。

手話の講座受講生募集や、障がい者のスポーツ大会の開催案内、障
がい者の相談窓口案内、障がい者週間の啓発など、障がい者に有用
な情報の提供に努めました。
また、ユニバーサルデザインフォント（読みやすい字体）を使用し
ています。

Ａ

・一定の目標が達成できたのでＡ評価とします。
・令和７年度も引き続き、障がい者に有用な情報の提供に努
めます。また、今後も、読みやすく内容が伝わりやすい掲載
方法を工夫していきます。

継続
実施

シティプロ
モーション推
進課

基本
目標
6

2
６（1）
声の広報制
作

①　情
報提供
の充実

阪南市視力障がい者福祉協会の
協力を得て「広報はんなん」
「市議会だより」を録音し、希
望者に郵送することによって、
市内在住の視覚障がい者の方々
に広報内容への周知に努めま
す。

視力障がい者への情報提供を充実するため、阪南市視力障がい者福
祉協会の協力を得て、『広報はんなん』の朗読音声を録音し、希望
者へ配布しました。
視力障がい者への情報提供を充実するため、一般財団法人大阪府視
覚障害者福祉協会及び阪南市視力障がい者福祉協会の協力を得て、
『はんなん市議会だより』の朗読音声を録音し、希望者へ配布しま
した。

Ａ

・一定の目標を達成できたため、Ａ評価とします。
・大阪府視覚障害者福祉協会と阪南市視力障がい者福祉協会
に声の広報の製作や郵送を委託し、引き続き市内在住の視力
障がい者の皆さんに阪南市の情報について周知します。
【庶務課】
・一定の目標が達成できたのでＡ評価とします。
・令和７年度も引き続き、障がい者に有用な情報の提供に努
めるとともに、同音声データを阪南市議会のウェブサイト上
にもアップします。また、今後も、読みやすく内容が伝わり
やすい掲載方法を工夫していきます。

継続
実施

シ テ ィ プ ロ
モ ー シ ョ ン 推
進課　
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
6

3
６（1）
市ウェブサ
イトの充実

②　コ
ミュニ
ケー
ション
支援体
制の充
実

障がい者の情報格差の縮減に努
めるため、市ウェブサイトの情
報アクセシビリティに配慮し、
より多くの人が利用できるよう
努めます。

音声読み上げソフト、文字サイズ・背景色変更機能に対応し、アク
セシビリティに配慮したウェブサイトの運営を行いました。

Ａ

・一定の目標を達成できたため、A評価とします。音声読み
上げソフト、文字サイズ・背景色変更機能に対応し、視覚障
がい者へ配慮した情報発信に努めました。
・令和７年度も引き続き視覚障がい者へ配慮した情報発信に
努めます。

継続
実施

シ テ ィ プ ロ
モ ー シ ョ ン 推
進課　　　　　　

基本
目標
6

4

６（1）
広報紙「ふ
くしはんな
ん」発行

①　啓
発活動
の推進

広報紙を発行し、阪南市社会福
祉協議会の活動内容を、多くの
人に理解してもらえるように努
めます。

社会福祉協議会広報誌「ふくしはんなん（ボランティア情報含
む）」（年4回）
ホームページやブログなどを活用し情報提供に努めました。また、
地域活動の情報については「校区福祉委員会だより」で周知してい
ます。

Ａ

・計画どおりに年４回の広報紙の発行を行っています。
・ホームぺージで「見える社会福祉協議会づくり」に向けた
拡充を図っています。
・市民に身近に福祉情報を提供するため、ホームページ・ブ
ログでの情報発信も行っています。
・令和6年度も引き続き周知啓発に努めます。

継続
実施

社会福祉協議
会

基本
目標
6

5

６（1）
公共郵便物
の視覚障が
い者対応の
推進

①　情
報提供
の充実

公共郵便物の配布については、
各課と連携し、登録制で点字に
よる配布を推進します。

登録者に対し、市民福祉課、介護保険課、税務課、保険年金課より
送付する通知には点字シールを貼付しています。
令和６年度実績　 市民福祉課        12名
                          介護保険課　     12名
                       　税務課　　　  　  3名
　　　　　　　 　保険年金課　 　 22名
　　　　　　　 　保健センター　 12名

Ａ

・市民福祉課に登録していただいた点字が必要な人宛ての公
共郵便物に点字シールを貼付し、本人さんに分かるようにし
ており、A評価とします。
・今後も市民福祉課から関係各課に情報提供し、関係各課の
公共郵便物に点字シールを貼付します。

継続
実施

市民福祉課
関係各課
（ 介 護 保 険
課）

基本
目標
6

6

６（1）
知的障がい
者に配慮し
た情報提供
の推進

阪南市障がい者基本計画及び阪
南市障がい福祉計画・阪南市障
がい児福祉計画等について、知
的障がい者にもやさしく読めて
分かりやすいかたちで情報提供
できるよう努めます。

・コミュニケーション支援ボードを導入し、知的障がい者に配慮し
た情報提供を推進しています。
・本年度策定した第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計
画については、知的障がい者にもやさしく読める「わかりやすい
版」を作成しました。
・更新案内など理解しやすい表記に努めました。

Ａ

第７期障がい福祉計画等や更新案内などで理解しやすい表記
に努めました。
引き続き、知的障がい者にもやさしく読めて分かりやすいか
たちで情報提供できるよう努めます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
6

7

6（2）
手話通訳
者・要約筆
記者の派遣

④　社
会教育
の充実

聴覚障がい者等に手話通訳者及
び要約筆記者等を派遣し、社会
生活における円滑な意思疎通の
確保を図ります。

・派遣件数　　　　　　　　
　　手話通訳者等　227回（昨年度 188回）
　　要約筆記者等 　   0回（昨年度     0回）

・登録者数　
　　手話登録者等　  10名（昨年度 10名）　
　　要約筆記者等　    0名（昨年度 0名）

Ａ

・昨年度より派遣実績が増加しました。
利用者数の増加はありませんが、利用者の高齢化により、医
療機関利用に伴う依頼が増加しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・今後も派遣体制の充実に努め、聴力障がい者への情報提
供、意思疎通支援を推進します。

継続
実施

市民福祉課　　　

19



  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
6

8

6（2）
手話奉仕
員・点訳奉
仕員養成講
座の開催

手話奉仕員や点訳奉仕員の養成
のための講座を開催します。

・手話奉仕員養成講座
　初級講習会　受講生　　　　実  　10名（前年度 　10名）
　　　　　　　　　　　　　　延 　359名（前年度 314名）
　上級講習会　受講生　　　　実　　20名（前年度 　18名）
　　　　　　　　　　　　　　延　111名（前年度 　38名）
　講座終了後、手話サークル入会者  １名（前年度     5名）

・点字講習会養成講座（２年毎開催）
　開催回数　0回　　受講生　0名　
　　　　　　　　　  修了者  0名

Ａ

・手話奉仕員養成講座等については新型コロナウイルス感染
症の影響（対象者の限定）により受講生が減少しましたが、
手話サークル入会者の増加、手話カフェへの参加もありA評
価とします。今後も、一般市民への手話及び聴覚障がい者へ
の理解を深めるため、継続して開催します。　　　　　　　　　　　　

・点字講習会は2年ごとの開催で、昨年度はありませんでし
たが、今年度は開催しています。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
6

9

６（2）
「点字絵本
をつくろ
う」の充実

④　社
会教育
の充実

点字絵本づくりを通して、視覚
障がい者への理解を図ります。

イベントで楽しみながら点字絵本を作ることで視覚障がい者への理
解を図るため公民館事業のイベントとして２回予定していたが施設
の地下浸水によりイベントを実施することができなかったため、実
施なし。

Ｂ
施設環境の不足の事態により、実施不可となりました。令和
７年度は令和６年度の予定と同様、２回実施し、点字絵本づ
くりをとおして視覚障がい者への理解をはかる予定です。

継続
実施

西鳥取公民館
（中央公民
館）

基本
目標
7

1

7（１）
聴覚障がい
者ＦＡＸ１
１９番・
NET１１９
緊急通報シ
ステム利用
の推進

③　防
災・防
犯対策
の充実

聴覚障がい者が災害などの被害
や急病など、緊急時の迅速な通
報が確保できるように努めま
す。

FAX受信件数　0件（昨年度０件）
（メール１１９受信件数　0件　NET１１９受信件数　0件）
登録者総数　31名
内訳　・FAX１１９登録者　10名
　　　・メール登録者　　　 10名
　　　・NET１１９登録者　11名

Ａ
令和6年度のグループホーム（団体）からFAX、メール及び
NET119の受信件数は0件でした。登録者数は前年度と変わ
りありません。

継続
実施

泉州南消防組
合阪南消防署

基本
目標
7

2
7（１）
防火救急講
習会の充実

③　防
災・防
犯対策
の充実

障がいのある人が火災から身を
守ることができるよう、応急処
置の実技指導など、一般的な防
火知識の普及に努めます。

救急講習会０件（昨年度０件） Ｂ

令和6年度のグループホーム（団体）が受講した防火救急講
習会は前年度に引き続き０件であり、評価をBとします。救
急講習ついての問い合わせは度々あるものの、長時間となる
ため障がい者施設から敬遠される要因となっているのではな
いかと思慮します。なお、施設職員は一般公募の救急講習会
の参加は容易であり、広報誌などで通知は行っているため、
今後も可能な範囲で受講していただくように努めます。

継続
実施

泉州南消防組
合阪南消防署

基本
目標
7

3
7（１）
火災予防査
察の実施

③　防
災・防
犯対策
の充実

障がい者施設などの立ち入り検
査を実施し、消防用設備や防火
管理の指導に努めます。

立入検査5件 Ａ
令和6年度のグループホーム（団体）への立入検査は5件で、
前年度から4件増加しています。引き続き可能な範囲で立入
検査を行います。

課題
あり

泉州南消防組
合阪南署

基本
目標
7

4

7（２）
消防訓練の
指導及び立
ち会いの実
施

③　防
災・防
犯対策
の充実

障がい者施設への消防訓練の指
導及び立ち会いの実施により、
防火避難対策の強化に努めま
す。

消防訓練7件、うち立ち会い1件 Ａ

令和6年度のグループホーム（団体）から届出のあった消防
訓練は7件で、うち立ち会いは1件でした。届出時には救急講
習への参加を勧めています。今後も継続し実施していきま
す。

継続
実施

泉州南消防組
合阪南消防署
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
7

5
7（１）
防災教育の
充実

③　防
災・防
犯対策
の充実

地域の連携や活動等を通じて出
前講座等の防災教育を行い、災
害時要援護者を災害から守れる
よう取り組みます。

外部講師等を招いた防災講座を行い、自助・共助の重要性を認識
し、地域にて問題解決の意識を強める防災講座や出前講座などの取
組を行うことができた。また、幼稚園や小学校での防災教育の推進
を行うことができた。

Ａ
外部講師等を招いた防災講座を行い、自助・共助の重要性を
認識し、地域にて問題解決の意識を強める防災講座や出前講
座などの取組を行う。

継続
実施

危機管理課

基本
目標
7

6

7（１）
自主防災組
織の設立・
育成

③　防
災・防
犯対策
の充実

災害の被害を軽減するために
は、初期消火や避難誘導などの
自主的な防災活動が重要となる
ことから、自主防災組織の設
立・育成に努めるとともに、地
域での防災訓練等において、防
災意識の高揚や啓発に取り組み
ます。

令和６年度は、地域住民を主体とした行政、消防団等参加の市域全
体での総合防災訓練を実施することができ、各組織の防災意識の向
上や、地域で抱える課題をブラッシュアップし、自主防災組織に対
してより充実した育成等が行えるよう取り組むことができた。

Ａ

令和６年度は、地域住民を主体とした行政、消防団等参加の
市域全体での総合防災訓練を実施する。各組織の防災意識の
向上や、地域で抱える課題をブラッシュアップし、自主防災
組織に対してより充実した育成等が行えるよう取り組む。

継続
実施

危機管理課

基本
目標
7

7

7（1）
阪南市地域
防災計画の
見直し

③　防
災・防
犯対策
の充実

国の指針や府の地域防災計画の
修正に基づき、本市地域防災計
画を修正し、防災活動の総合的
推進を図ります。

新たに発生した災害での課題を踏まえ、また、国や府の指針や近隣
自治体の動向を見定めながら計画修正の検討を行った。

Ｂ
国の指針や府の地域防災計画の動向に注視し、今後も地域防
災計画の見直しを継続し、必要があれば修正を行う。

継続
実施

危機管理課

基本
目標
7

8

7（1）
福祉避難所
に関する協
定書締結の
推進

福祉避難所を指定し、要援護者
等の受け入れ体制の整備を図る
ため、福祉避難所のさらなる確
保に向け、市内各所の福祉施設
等への理解・協力を働きかけま
す。

各ハザードにおいて危険想定区域内の要配慮者利用施設に対して、
避難確保計画の作成援助や避難訓練実施状況の確認に加え、令和６
年度阪南市総合防災訓練への参加要請を行い、実際に訓練を行うな
どの取組を行った。

Ａ

引き続き、要援護者等の受け入れ体制の充実化を図るため、
新たな施設との協定締結に向け、福祉施設への積極的なアプ
ローチを行う。また、避難確保計画についても引き続き要配
慮者利用施設に対して、避難確保計画を作成援助を行うこと
や避難訓練実施状況の確認などの取組を行う

継続
実施

市民福祉課
危機管理課

基本
目標
7

9

7（１）
重度身体障
害者緊急通
報装置貸与
事業の推進

③　防
災・防
犯対策
の充実

ひとり暮らしの身体障がい者に
対し、急病や災害時の緊急時に
迅速かつ適切な対応が行えるよ
う事業の推進に努めます。

令和6年３月末設置件数　1件 Ａ
通報件数は0件でしたが、利用者の安全に寄与しています。
今後も利用者の安全が確保できるように取り組みます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
7

10

7（１）
くらしの安
心ダイヤル
事業（災害
時要援護者
登録制度）
の推進

③　防
災・防
犯対策
の充実

くらしの安心ダイヤル事業（災
害時要援護者登録制度）登録者
の情報を地域の関係団体と共有
し、日常の見守りや声かけ、地
域行事のお誘い及び災害時の安
否確認などを行います。

くらしの安心ダイヤル事業登録者の名簿一覧及び地図の更新したも
のを各校区（地区）福祉委員会、民生委員、名簿情報提供に係る協
定締結の自治会・自主防災組織に提供し、情報共有を行いました。

令和６年度　1,379人(前年度1,389人）

Ａ

・地域の関係団体との情報共有を推進しました。
・今後も地域とのつながり作り、登録推進に取り組み、情報
共有により地域での孤立化を防ぎ、見守りを強化します。
・くらしの安心ダイヤル登録者に配布している救急キット情
報の更新作業を各校区（地区）福祉委員会、民生委員ととも
に取り組みます。
・リスクの高い要援護者を中心に、地域住民や専門職、行政
が連携して、迅速に災害支援ができる体制づくりを進めま
す。

継続
実施

市民福祉課
危機管理課
社会福祉協議
会　　　　　　
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
7

11

7（２）
防犯知識の
啓発パンフ
レットの作
成、防犯教
育の実施

③　防
災・防
犯対策
の充実

障がい者が犯罪に巻き込まれる
ことを未然に防ぐとともに、犯
罪に巻き込まれたときの対処を
どのようにするかなどの防犯意
識を高めるための防犯教育を実
施します。

関係機関と連携し、青色防犯パトロール車輌及び警察車輌によるパ
トロール、市内各スーパー前での街頭啓発等を行い、地域住民の自
主防犯意識の高揚を図りました。

Ａ

・一定の目標を達成できたためA評価とします。
・引き続き、防犯啓発活動を実施し、地域住民の自主防犯意
識の高揚を目指し、犯罪の未然防止に努めます。また、関係
機関と連携を図り、特殊詐欺被害等の防止に努めます。

継続
実施 生活環境課

基本
目標
7

12

7（２）
障がい者へ
の消費生活
に関する啓
発

③　防
災・防
犯対策
の充実

悪質商法や詐欺などの犯罪に遭
遇しないように、障がい者や支
援者等に対して相談窓口などの
周知啓発に努めます。

広報誌や市ウェブサイトなどで相談窓口の周知、詐欺手口等の迅速
な情報提供に努め、消費者被害の発生防止・拡大防止に努めまし
た。

Ｂ

・周知啓発に努めたものの、障がい者向けに特定した取組内
容となっていないため、B評価とします。
・相談窓口の周知啓発に努めるとともに関係機関と連携を図
り、多発する詐欺手口等の迅速な情報提供に努め、障がいの
ある方やその家族等に関する啓発活動に努めます。

継続
実施

生活環境課

基本
目標
7

13

7（3）
新型コロナ
ウイルス感
染症と障が
い者支援

新型コロナウイルス感染症に関
する国や府からの通知等につい
て、ＳＮＳ等を活用し、障がい
福祉事業所等に迅速に情報提供
等を行い、障がい者の生活を支
援していくように努めます。ま
た、障がい福祉事業所と連携
し、正しい予防知識の普及や対
策にかかる支援を行います。必
要に応じて、事業所間の連携を
図ります。

大阪府の通知や市からの情報提供を行い、正しい知識を普及し感染
症拡大防止に努めました。

Ａ
国等からの通知等を障がい福祉事業所等に迅速に情報提供等
を行うなど連携し、障がい者の生活の安全を支援していくよ
うに努めます。

継続
実施

市民福祉課
関係各課

基本
目標
8

1
８（1）
人権啓発の
推進

①　啓
発活動
の推進

障がい者の人権問題も含め、人
権に関わる問題についての研
修・広報を通じて、市民の障が
い者に対しての人権意識の高揚
を図ります。

・各種啓発講座では、障がいのある方も参加しやすいように手話通
訳や点訳を備えました。
・ヒューマンライツセミナーは・テーマ　「みんなの人権～アンコ
ンシャス・バイアス　当たり前を疑う」、「障がい者の人権　当事
者による講演会/映画：桜色の風が咲く」、「高齢者の人権　認知
症を理解する」、人権を考える市民の集い映画上映「母と暮らせ
ば」「うたとピアノの体感わくわくコンサート」を実施し、幅広い
世代に向けた障がい者に対しての人権意識の高揚を図るため人権啓
発に努めました。
・上記の啓発講座には市職員も自主参加し、自己啓発に取り組みま
した。

Ａ

・ヒューマンライツ　257人参加　人権を考える市民の集い　
520人参加のためA評価
・各種啓発講座では、障がいのある方も参加しやすいように
手話通訳や点訳を実施します。
・障がい者の人権問題も含め、人権に関わる問題について市
民対象講座を開催します。
・市職員に向けて人権研修等を実施します。

継続
実施

人権推進課

基本
目標
8

2

８（1）
理解促進研
修・啓発事
業の推進

障がい者が日常生活や社会生活
を営む上で生じる社会的障壁を
除去するため、障がい者の理解
を深めるための研修・啓発を通
じて地域住民への働きかけを行
います。

・まつのき園では、障がいの理解促進・啓発事業のためまつのき講
座を開催しました。
〇まつのき講座では
・9月26日　いのちの講演家　岩崎順子氏を招き「一人で抱え込ま
ないでね～今日まで頑張ってきた自分を抱きしめてあげてね～」参
加者35名

・3月18日　司法書士　志野千佳子氏を招き　親亡き後をテーマに
成年後見制度の活用や親亡き後をテーマに講座を開催　参加者　
30名

Ａ

・障がいの理解促進と啓発のために講座や教室等を開催しま
した。
・障がい福祉サービス及び障がい児通所支援事業所を対象に
障がいの理解を深める講座等を開催していきます。

継続
実施

市民福祉課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
8

3

８（1）
自発的活動
支援事業の
推進

障がい者やその家族、地域住民
等による地域における自発的な
取り組みを支援します。

就労している障がい者の余暇活動支援として、サンブライドを年3
回実施（前年度6回）、ひまわりカフェを年6回（前年度12回）実
施しました。
・引きこもり当事者や支援者で集まる「ひきこもり・地域の居場所
づくり支援・草の根ネットワーク」を年６回開催しました。

Ａ

・障がいの理解に資するイベント等の開催や「ひきこもり・
地域の居場所づくり支援 草の根ネットワーク」の活動が活
発化するように取り組みます。
・令和７年度は、サンブライド、ひまわりカフェの運営方法
等をメンバーと検討しながら継続していきます。
また、「ひきこもり・地域の居場所づくり支援 草の根ネッ
トワーク」の活動が活発化するように取り組みます。

継続
実施

市民福祉課　　　

基本
目標
8

4
8（1）
障がい理解
教育の推進

③　福
祉教育
の推進

子どもたちが障がい者と出会
い、交流活動を通じて、障がい
について理解を深める教育活動
を進めていきます。

障がい理解教育は全小中学校で実施しました。映像資料等の教材を
活用して学習に取り組む等の工夫をすることで、障がいについて考
え、理解を深めました。

Ａ

・障がいのある方との交流によって、子どもたちの中にも障
がいのある人との関わり方などの理解が深まっています。
・令和７年度も引き続き、障がいのある方との交流等を行っ
たり、学習方法等を工夫したりしながら各校の実態に応じた
障がい理解学習を進めてまいります。

継続
実施

学校教育課

基本
目標
８

5
8（1）
障がい者文
化祭の開催

障がい者団体が文化活動発表な
どを通して市民との交流や障が
い者理解の啓発を行う団体活動
に対して支援します。

開催なし。 D
障がい者団体が文化活動発表などを通して市民との交流や障
がい者理解の啓発を行う団体活動に対して支援します。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
8

6

8（1）
ボランティ
ア市民活動
フェスティ
バルの推進

②　交
流の促
進

障がい者就労施設等がボラン
ティア市民活動フェスティバル
へ参加することで、障がい者理
解の啓発を図ります。

模擬店、ステージでの披露、体験コーナー、活動パネルの展示など
へ、多くの方が来場されました。 オープニングではテコンドーの
演武、クロージングでは参加者全員でダンスをし、参加者みんなで
つくりあげる、全ての人が一体となれるフェスティバルになりまし
た。
来場者数　：  約800人
参加団体数：  模擬店　20団体
　　　　　　　パネル展示・きらめきアート作品展　26団体
　　　　　　　ステージ　12団体
　　　　　　　体験・販売ｺｰﾅｰ　10団体
　　　　　　　パネル展示・きらめきアート作品展　27団体
　　　　　　　ステージ　13団体
　　　　　　　体験・販売ｺｰﾅｰ　11団体

Ａ

障がいのある当事者の協力による模擬店の展示ブースやス
テージ披露、地元の皆様からいただいた協賛金で福祉作業所
のクッキーや自主製品、阪南ブランド十四匠等を景品にした
スタンプラリーなど、多くの一般の方に障がい者理解の促進
や、地元産業のPRをすることができました。
次世代の担い手づくりが課題として声があがっており、引き
続き若者のボランティア参画を推進していきます。

継続
実施

社会福祉協議
会

基本
目標
8

7

8（1）
カフェ・は
なてぃ及び
共生型サロ
ンの設置

②　交
流の促
進

喫茶交流スペース「カフェ・は
なてぃ」・共生型サロン「きら
きら」を設置し、障がい者の社
会参加を促進します。

令和６年度のカフェはなてぃについては、尾崎公民館との協働事業
として実施しました。
実施時期：令和6年4月5日～令和7年3月28日
延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人数：234人　延べ利用人数：889人

障がいのある方を含め関心のある方が参加できる共生型サロン「き
らきら」はCSWと参画するボランティアが中心となり実施しまし
た。

Ａ

令和7年度も障がい者を含めた社会参加を進めるべく、「カ
フェはなてぃ」「共生型サロンきらきら」に引き続き取り組
みます。またCSWやSSW等の専門職と連携し、閉じこもり
気味の障がいのある方や子ども、高齢者の社会参加支援を進
めます。

継続
実施

社会福祉協議
会
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
8

8

８（1）
手話カフェ
の運営支援

聴覚障がい者団体が運営してい
る手話カフェを支援し、障がい
者の社会参加を促進します。

毎月第2・第４金曜日開催（図書館休館日は休み）
令和5年度は 21 回開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阪南市聴力障がい者協会が主となり、手話サークルサラダの協力に
より、一般市民の方に、手話への理解、啓発及び聴力障がい者が手
話で話の出来る場として開催しています。

Ａ

令和元年発足後、手話で話したい、手話を学びたいと他市か
らの参加も多くあり、情報交換の場として根付いています。
今後においても、参加者の安全安心に配慮しつつ、障がい者
の社会参加の場として支援します。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
8

9

8（1）
障がいを理
由とする差
別解消の推
進

ヒューマンライツセミナー等の
啓発講座の中で、障害者差別解
消法に関する内容を取り上げ、
障がい者理解を深め、差別の解
消につながるよう取り組みま
す。

・ヒューマンライツセミナーは・テーマ　「みんなの人権～アンコ
ンシャス・バイアス　当たり前を疑う」、「障がい者の人権　当事
者による講演会/映画：桜色の風が咲く」、「高齢者の人権　認知
症を理解する」、人権を考える市民の集い映画上映「母と暮らせ
ば」「うたとピアノの体感わくわくコンサート」を実施し、幅広い
世代に向けた障がい者に対しての人権意識の高揚を図るため人権啓
発に努め、差別の解消につなげました。
・上記の啓発講座には市職員も自主参加し、自己啓発に取り組みま
した。

Ａ

・あらゆる人権差別に関わる問題についての市民対象講座の
開催し、障がいの理解を深め、差別の解消に取り組みます。
・各種啓発講座では、障がいのある方も参加しやすいように
手話通訳や点訳を備えます。
・「ヒューマンライツセミナー」「みんなの人権講座」市職
員も対象とした人権啓発研修に取り組みます。

継続
実施

市民福祉課
人権推進課
秘書人事課

基本
目標
8

10

8（2）
人材バンク
の設立、整
備

④　社
会教育
の充実

障がい者の学習活動を支援する
人材の育成と活用のために人材
登録と派遣を行います。

「100人のカルチャー」の問い合わせ件数は３件でした。（前年度
は２件）

Ｂ
チラシ、ウェブサイトや広報誌で啓発活動を行い、人材登録
の促進及び学習活動を支援します。

継続
実施

生涯学習推進
室

基本
目標
8

11

8（2）
社会教育関
係団体への
支援

④　社
会教育
の充実

自主的な活動の支援方法とし
て、活動に必要な情報提供、指
導養成などを行い、団体の独自
性を見失うことのないよう指
導、助言をしていきます。ま
た、それらの団体において障が
い者への理解につながる事業へ
の取り組みを促します。

人権意識の向上をめざすため、各団体指導者等を対象に、人権問題
について研修を実施しました。
実施回数1回（前年度1回）
参加者数36人（前年度42人）

Ａ

参加する活動団体によっては、人員の確保が難しく、また参
加者が毎年同じといった団体もあるのが現状です。
今後、障がいのある人に対する理解につながるような研修も
積極的に取り入れ、より一層の社会教育の充実を図りたいと
考えます。

継続
実施

生涯学習推進
室
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
8

12

8（２）
学生ボラン
ティア体験
推進事業の
促進

③　福
祉教育
の推進

小学校、中学校、高校における
福祉ボランティア教育の機会の
提供、体験交流活動を推進する
とともに、生徒を通じて家族及
び地域社会の啓発を図ります。

学生向けのボランティア体験の場「夏休みボランティアDAY」を
実施しました。
◇夏休みボランティアDAY
実施期間：令和6年7月25日～8月23日　延べ28名参加
①7月25日（木）：事前説明会
講話 『～ひとりはみんなのために みんなはひとりのために～ 
　　「ふくし」と「ボランティア」について一緒に考えよう！』 
講師 新崎 国広 氏
②7月28日（日）：地域の夏祭りを盛り上げよう
③8月  4日（日）：子ども向け「すくすく塾夏祭り」を盛り上げよ
う
④8月  6日（火）：地域住民の憩いの場のお手伝い
⑤8月  7日（水）：漁港にある「みんなの食堂」のお手伝い
⑥8月  9日（金）：子どもとのふれあい体験
⑦8月21日（水）：アートでボランティア
⑧8月23日（金）：ボランティアDAY2024ふり返り会&パネル
作成

Ａ

「夏休みボランティアDAY」では、小学生、中学生、高校生
と幅広くボランティア体験ができる場を提供することができ
ました。
「ボランティアをすることで、コミュニケーションを通じて
仲良くなれた気がした」と心の変化の声をあげた学生の方も
おり、令和7年度も引き続き、学生を対象とした地域に多様
な方々と出会えるボランティア体験の機会を設けていきま
す。

継続
実施

社会福祉協議
会

基本
目標
8

13

8（2）
ボランティ
アセンター
事業及びボ
ランティア
活動推進事
業の促進

②　ボ
ランテ
イア・
ＮＰＯ
活動の
促進

ボランティアを育成する人材を
養成し、ボランティア同士の連
携や連絡調整を行い、障がい者
（児）に対するボランティア活
動を円滑に行えるように努める
とともに、市民の地域福祉の関
心を高めます。

　・ボランティア登録数　131名
・ボランティアグループ登録数　31グループ＋特技ボランティア
   6名＋サポートボランティア11団体
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相談件数　42件、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ件数　23件
・ボランティアセンター運営委員会の開催　4回
・ボランティアコーディネーター連絡会の開催　3回　延べ53名参
加
・ボランティアグループ連絡会　参加団体：11グループ
・ボランティア★ひろば　21名参加

Ａ

「コロナ禍でボランティア活動が縮小された」という声か
ら、ボランティアグループ同士の交流やボランティアを受け
入れる施設職員とボランティア活動をしたい方々との情報交
換の場づくりをおこないました。双方にアンケートを取りな
がら、ボランティア活動の活発化に向けて話しあうことがで
きました。
　引き続き、活動者と依頼者の連絡調整をおこない、ボラン
ティアを希望する個人や団体と、依頼する障がい者事業所等
を結び付け、円滑な活動運営支援をおこなっていきます。

継続
実施

社会福祉協議
会

基本
目標
8

14
8（2）
障がい者団
体の支援

②　交
流の促
進

阪南市内にある障がい者団体に
対し、補助金を交付し、自主的
な活動の支援を行います。

・「阪南市障がい者（児）団体連絡協議会」に補助金を交付。
・身体障がい者福祉会、視力障がい者福祉協会、聴力障がい者協
会、知的障がい者（児）団体連絡会、精神障害者協議会が毎月、定
例会を開催され、各団体の情報交換、各事業実施の打ち合わせや、
市への各団体の要望事項の取りまとめ等を行いました。
・５月は総会、10月は交流会を実施。12月の障がい者週間の啓発
を図るための「ふれあいキャンペーン」では、駅３箇所とスーパー
５箇所で啓発グッズ等を配布し、多くの会員が活動しました。
・近年は多くの団体において、会員の高齢化が進み、また、新規会
員の加入が少なく、結果として会員数が減少傾向にあります。

Ａ
定例会及び行事を予定どおり開催できました。
今年度も引続き、障がい者（児）5団体が、障がい種別を超
えて意見交換や交流が図れるように支援に努めます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
8

15

8（3）
成年後見市
長申立の推
進

②　権
利擁護
の推進

判断能力が十分でない知的障が
い者及び精神障がい者の権利擁
護のため、審判申立を行う四親
等親族がいない場合、市長が申
立を行います。

申立件数０件（前年度件数0件） Ａ

・申立ては無かったものの、判断能力が十分でない方の権利
擁護を目的として事業を実施しています。
・今後も審判申立を行う者がいない人に対し、市長申立を行
います。

継続
実施

市民福祉課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
8

16

8（3）
成年後見利
用支援事業
の推進

②　権
利擁護
の推進

成年後見制度を利用している障
がい者で、後見人報酬費用を経
済的に支払うことができない場
合、報酬費用の補助を行いま
す。

裁判所が審判で決定する後見人の報酬額を補助します。
令和６年度は利用者１名（前年度利用者０名）

Ａ

・判断能力が十分でない方の権利擁護を目的として事業を実
施しています。
・今後も後見人報酬費用を経済的に支払うことができない場
合、報酬費用の補助を行います。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
8

17

8（3）
市民後見人
養成事業及
び法人後見
支援事業の
推進

大阪府内の市町と共同で、大阪
府社会福祉協議会（大阪後見支
援センター）に市民後見人養成
研修を委託し、市民後見人を養
成します。また、法人後見の活
動を支援します。

介護保険課と市民福祉課が連携し、市民後見人の養成及び活用を図
りました。
大阪市・堺市を除く、府内2１市町が共同で大阪府社会福祉協議会
に委託し「市民後見人養成講座」を開催しています。養成講座の市
民参加者は令和６年度は１人でした。
市民後見人登録者は令和６年度は2名です。
　介護保険課・市民福祉課で、成年後見人制度利用促進計画を策定
しました。

Ｂ

・市民後見人の養成講座参加者及び登録者が微増のため、B
評価とします。
・現在登録者は2名で、市民後見の受任が０件（R5対象者死
亡のため）。引き続き登録者を増やすことが課題でありま
す。
・今後は、阪南市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、
広報掲載等による周知、市民後見人の養成や研修の実施に協
力すること等、取り組みます。

継続
実施

市民福祉課
介護保険課

基本
目標
8

18

8（3）
障がい者虐
待防止事業
の推進

①　相
談支援
機能の
充実

障がい者の権利利益の擁護を図
るため、障がい者への虐待の防
止、早期発見、虐待を受けた障
がい者に対する保護や自立の支
援、養護者に対する支援等を行
います。

令和６年度は障がい者虐待について２２件の通報があり、全件を虐
待案件として保護、是正など対応しました。

Ａ

虐待案件について必要な支援等を行いました。
障がい者虐待については、通報義務等について意識の啓発が
必要であり、あらゆる機会を活用して周知啓発を行い、早期
発見に努めるとともに予防活動に取り組みます。

継続
実施

市民福祉課

基本
目標
8

19

8（3）
日常生活自
立支援事業
の推進

社会福祉協議会に相談員を配置
し、認知症や知的障がい、精神
障がいなどにより判断能力が不
十分な方に、福祉サービスの利
用や金銭管理などを支援しま
す。

○利用者数　51名
（認知症高齢者11名　知的障がい者21名　精神障がい者19名）　
○相談件数　   1,876件
　認知症高齢者   584件
　知的障がい者　416件
　精神障がい者　869件
　その他　　　　    7件
○令和6年度　新規契約者件数10件 契約終了者件数７件
○契約者の利用内容
　福祉サービスの利用援助・日常の金銭管理・通帳・証書類他　保
管

Ａ

日常的金銭管理や自己決定支援を通じて、利用者の生活が安
定したことで選択肢が増え、生活に意欲的になりました。
利用者の状況に応じて、成年後見制度利用等へつなぎ、親族
への保管物品の返還を行いました。
新規相談の増加に伴い、速やかな初回訪問などで待機者が発
生しないよう努めていきます。
利用者の死後、生前に発生した日常的な費用の支払いができ
る「特約」を導入を検討します。

継続
実施

社会福祉協議
会

基本
目標
8

20

8（３）
阪南市成年
後見制度利
用促進基本
計画の策定

「阪南市成年後見制度利用促進
基本計画」を策定し、計画で掲
げた取り組みの推進を通じて、
成年後見制度の積極的な活用に
努め、適切な支援ができる環境
づくりを推進するとともに、共
生社会の実現に向けて体制の強
化を図ります。

令和４年度に策定した「第４期地域福祉推進計画」において「阪南
市成年後見制度利用促進基本計画」を位置付けており、本市の関連
計画と連携の上、推進しています。令和6年度は、中核機関設置に
向けた検討を担当課と協議しました。市単独ではなく、広域設置の
意見が出ました。

Ｂ

「中核機関」設置が進んでいないことからB評価とします。
同計画に基づき、既存の保健・医療・福祉の連携に司法も含
めて、「チーム」「協議会」「中核機関」を構成要素とす
る、連携の仕組みの構築に取り組みます。また、「中核機
関」が担う機能によって、広域または市単独で「中核機関」
を設置することを併せて検討します。

継続
実施

介護保険課
市民福祉課
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  令和7年3月31日現在   

基本
目標

事業名
基本計
画目標

事業内容
令和6年度　課題の内容と取組内容

（前年度が「継続実施」の場合は実績）

担当
課評
価

担当課評価の根拠・令和7年度の取組、課題改善策など
取組
方針

担当課

第４次阪南市障がい者基本計画にかかる進捗管理                                 　          資料3

基本
目標
9

1

9（1）市
職員におけ
る障がい者
理解及び合
理的配慮の
促進

市職員における障がい者理解の
促進のために必要な情報を発信
し、障がい者への合理的配慮の
徹底を図ります。

・ヒューマンライツセミナーは・テーマ　「みんなの人権～アンコ
ンシャス・バイアス　当たり前を疑う」、「障がい者の人権　当事
者による講演会/映画：桜色の風が咲く」、「高齢者の人権　認知
症を理解する」、人権を考える市民の集い映画上映「母と暮らせ
ば」「うたとピアノの体感わくわくコンサート」を実施し、幅広い
世代に向けた障がい者に対しての人権意識の高揚を図るため人権啓
発に努め、差別の解消につなげました。
・上記の啓発講座には市職員も自主参加し、自己啓発に取り組みま
した。

Ａ

・ヒューマンライツ　257人参加　人権を考える市民の集い　
520人参加のためA評価
・各種啓発講座では、障がいのある方も参加しやすいように
手話通訳や点訳を実施します。
・障がい者の人権問題も含め、人権に関わる問題についての
市民対象講座を開催します。
・市職員に向けて人権研修等を実施します。

継続
実施

人権推進課
市民福祉課

基本
目標
9

2

9（1）市
職員におけ
る障がい者
に対する合
理的配慮の
促進

障害者差別解消法に基づき策定
された、「阪南市障害を理由と
する差別の解消の推進に関する
職員対応要領」に基づき接遇を
行います。

・新規採用職員を対象に、障がい者や障がいに対する理解の促進と
人権尊重意識の高揚を図るための研修を実施しました。
・庁内イントラネットに、「阪南市障害を理由とする差別の解消の
推進に関する職員対応要領」や関連パンフレットを掲載し、周知し
ました。

Ａ 引き続き、障がい理解の促進に取り組みます。
継続
実施

秘書人事課

基本
目標
9

3

9（1）
選挙におけ
る障がい者
に対する配
慮の促進

②　権
利擁護
の推進

選挙公報における障がい者に対
する配慮や投票所のバリアフ
リー化を進め、障がい者が選挙
に参加しやすい体制整備に努め
ます。

令和4年７月執行の参議院議員通常選挙においても、大阪府と連携
の上、朗読テープや点字版お知らせ等により障がい者に必要な情報
を届けるとともに、車いすなどの準備をすることができた。しか
し、当日投票所として使用する一部の住民センターの段差の解消に
ついては当事務局のみでは対応できなかったため、障がい者に対し
本人の意向を踏まえきめ細やかな対応をするよう、投票事務説明会
で周知し運用した。併せて、当日投票所として使用する、段差の解
消が難しい一部の住民センターについて、当該投票区の選挙人から
投票所の移転の要望があったことから、投票所の移転について検討
を始めた。

Ａ

令和６年１０月執行の衆議院議員通常選挙及び大阪府議会議
員選挙及び阪南市長選挙においても、大阪府と連携の上、朗
読テープや点字版お知らせ等により障がい者に必要な情報を
届けるとともに、車いすなどの準備をすることができた。併
せて、従前から協議を重ねてきた当日投票所として使用する
段差の解消が困難な一部の住民センターの投票所移転を行っ
た。スロープ等で対応が可能な投票所については、障がい者
に対し本人の意向を踏まえきめ細やかな対応をするよう、投
票事務説明会で周知し運用した。これらのことを踏まえ、A
評価とする。今後執行予定の選挙においても障がい者が選挙
に参加しやすい体制の整備に努めていく。

継続
実施

行政委員会事
務局
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